
町制施行 60 周年

◎主な内容
・町の話題������������� 20～23Ｐ
・出張なんでも鑑定団in利根�������� 36Ｐ

・あなたにもマイナンバーが
　通知されます������������２～３Ｐ
・空き地の紹介を開始しました�������７Ｐ

みんな元気に　よーい　ドン！
― ５月 30 日（土）　利根中学校グラウンド ―
（詳細については、23 ページをご覧ください）
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今後のスケジュール

　「通知カード」や「個人番号カード」についての詳しい説明、今後のスケジュールなどにつ
いては、町公式ホームページ、広報とねなどで随時お知らせいたします。

◎問い合わせ先
○通知カード・個人番号カードに関すること　役場住民課　℡６８－２２１１（内線２５４）
○マイナンバー制度に関すること　マイナンバーコールセンター
　℡０５７０－２０－０１７８（全国共通ナビダイヤル）
　℡０５７０－２０－０２９１（外国語）
　受付時間　午前９時３０分～午後５時３０分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
○マイナンバー（社会保障・税番号制度）内閣官房ホームページ
　ＨＰ http://www/cas.go.jp/seisaku/bangouseido/index.html

平成 27年
10月から

お手元に
マイナンバーを
通知します。

住民票の住所に通知が届きます。

住民票の住所と異なるところに
お住まいの方は、お住まいの市町村へ
住民票の異動をお願いします。

社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが
必要になります。申請すると個人番号カードが交付さ
れます。

個人番号　1234 5678 9012

氏　　名　利根 花子

住　　所　茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1

昭和○○年○月○日生　　性別　女

発行　平成27年10月○日　　利根町長

通知カード

通知カードイメージ

通知カードを受け取ったあと、町へ申請
すると、後日個人番号カードが交付され
ます。
（個人番号カードの交付を受けるには、
役場窓口への来庁が必要となります。）

個人番号カードイメージ

町から、あなたのマイナンバー（12桁）
が記載された通知カードが、簡易書留で
送られてきます。

平成27年10月

平成 28年1月から
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マイナンバー（社会保障・税番号制度）特集記事　Vol.1

今年の 10 月から、

あなたにも
マイナンバーが通知されます
マイナンバーとは？
国民一人一人が持つ 12桁の個人番号のことです。マイナンバー制度（社会保障・税
番号制度）は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの
確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとっ
て利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤（インフラ）です。

３つのメリット

マイナンバーによる情報連携で、よりよい暮らしへ
　マイナンバーは、安心・安全な仕組みで各機関が分散管理する個人情報をつなぐ役目を果た
します。これによって国や地方公共団体等での情報連携が可能になり、さまざまなメリットを
もたらします。

面倒な手続が
簡単に

国民の利便性の向上

手続が
正確で早くなる

行政の効率化

給付金などの
不正受給の防止

公平・公正な社会の実現

・年金や福祉などの
　申請で、書類の添
　付が減ります。

・行政手続きが、正確で
　早くなります。
・災害時の行政支援に
　マイナンバーを活用。

・適正・公平な課税が
　実現されます。
・年金などの社会保障が、
　確実に給付されます。
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注　意　事　項

給付金の受取方法

申　請　方　法

　平成２７年度の子育て世帯臨時特例給付金は、基準日（平成２７年５月３１日）時点で住民
票がある市区町村から支給されることとなっておりますので、転入された方は、平成２７年５
月３１日時点で住民票があった市区町村にお問い合わせください。

・基本、児童手当の受取口座に入金されます。

・児童手当の受取口座以外の口座に入金を希望される方は、申請書に記載した指定口座に入金
されます。
※金融機関口座を持っていないなど、振り込みによる支給が困難な場合には窓口で受け取ることが

できます。

◎問い合わせ先
○申請方法に関すること
　　役場福祉課「子育て世帯臨時特例給付金」窓口
　　　　　　　　　　　　　　℡０２９７－６８－２２１１（内線３４５）
○制度に関すること
　　厚生労働省「子育て世帯臨時特例給付金」ダイヤル
　　　　　　　　　　　　　　℡０５７０－０３７－１９２

■申 請 先：役場福祉課「子育て世帯臨時特例給付金」担当
※６月下旬に対象者に申請書を郵送しています。
　同封の返信用封筒に申請書と添付書類を封入して郵送で申請してください。

　　　　　　　　　　
■申請期間：７月１日（水）～１２月２５日（金）当日消印有効

■提出書類： ①　申請書

　※児童手当の受取口座以外を指定する場合は、下記の書類もお持ちください。

②　本人確認書類
　（ア）写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等のコピーのうち
　　　 いずれかひとつ
　（イ）上記のいずれもない場合は、健康保険証等のコピー

③　受取口座の通帳のコピー
※受取口座の金融機関名、支店名（支店コード）、口座の種別、口座番号、
　口座名義人（カナ氏名等）が確認できる部分
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平成 27 年度「子育て世帯臨時特例給付金」のお知らせ

支　給　要　件

　消費税率引き上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として、
「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。
　この給付金の対象者は、平成 2 ７年５月３１日時点で住民票が利根町にあり、次の支給要
件に該当される方です。
　対象となる方は、申請期間内に申請をしてください。

■支給対象者　平成２７年６月分の児童手当の受給者
　※平成２７年６月分の特例給付の受給者は、支給対象者になりません。

※児童手当の額の改定の請求を失念するなどして、平成２７年６月分の児童手当の対象とな
る児童分の支給が受けられない方についても、支給対象となる場合がありますので、平成
２７年５月３１日時点で住民票のある市区町村の窓口にご相談ください。

※特例給付の受給者とは、平成２６年の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方（児
童１人当たり、月額一律５，０００円が支給される方）をいいます。

■対象児童　支給対象者の平成２７年６月分の児童手当の対象となる児童
※平成２７年度は「子育て世帯臨時特例給付金」、「臨時福祉給付金」どちらの要件にも該当

する場合は、両方とも受け取ることができますのでそれぞれ申請してください。
※子育て世帯臨時特例給付金の支給決定までの間に亡くなられた児童は対象外です。　

■支給額　対象児童１人につき 3,000 円

（注）
○所得税法に規定する老人控除対象配偶者、または老人扶養親族がいる方の限度額（所
得額ベース）は、上記の額に当該老人控除対象配偶者、または老人扶養親族１人につ
き６万円を加算した額。
○扶養親族等の数が６人以上の場合の限度額（所得額ベース）は、５人を超えた１人に
つき38万円（扶養親族等が老人控除対象配偶者、または老人扶養親族であるときは
44万円）を加算した額。

［児童手当　所得制限限度額］

扶養親族等の数 所得制限限度額 （収入額の目安）

０人 ６２２万円 ８３３. ３万円

１人 ６６０万円 ８７５. ６万円

２人 ６９８万円 ９１７. ８万円

３人 ７３６万円 ９６０. ０万円

４人 ７７４万円 １００２. １万円

５人 ８１２万円 １０４２. １万円
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平成 27 年度「臨時福祉給付金」のお知らせ
　消費税率引き上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的、臨時的な措置として実
施します。
　この給付金の対象者は、平成 2 ７年 1 月 1 日時点で住民票が利根町にある方です。対象となる方は、
申請期間内に申請をしてください。

■支給対象者
　平成２７年 1 月 1 日時点で住民票が利根町にある方で、次の１から３のすべてを満たす方です。
　　１　平成２７年度町民税（均等割）が課税されていない方
　　２　平成２７年度町民税が課税されている方の税申告上の扶養親族となっていない方
　　３　生活保護の受給者でない方
■支給額
　１人につき　6,000 円　

※平成２７年度は「子育て世帯臨時特例給付金」、「臨時福祉給付金」のどちらの要件にも該当する
場合は、両方とも受け取ることができますので、それぞれ申請してください。

　※臨時福祉給付金の支給決定までの間に亡くなられた場合は対象外です。

　平成２７年度の臨時福祉給付金は、基準日（平成２７年１月１日）時点で住民票がある市区町村か
ら支給されることとなっておりますので、転入された方は、平成２７年１月１日時点で住民票があっ
た市区町村にお問い合わせください。

申請書に記載した指定口座に入金されます。
※金融機関口座を持っていないなど、振り込みによる支給が困難な場合には窓口で受け取ることができ

ます。
◎問い合わせ先　
・申請方法に関すること
　役場福祉課「臨時福祉給付金」窓口　℡６８－２２１１（内線３３３）
・制度に関すること
　厚生労働省「臨時福祉給付金」ダイヤル　℡０５７０－０３７－１９２

■申 請 先　役場福祉課「臨時福祉給付金」担当　
※８月中旬に対象者に申請書を郵送します。同封の返信用封筒に申請書と添付書類を封入

して郵送で申請してください。　
■申請期間　９月１日（火）～１２月２５日（金）当日消印有効
　　　　　　※申請期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
■提出書類　①申請書
　　　　　　②申請者、支給対象者全員分の本人確認書類のコピー
　　　　　　　（ア）写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等のコピーのうちいずれか一つ
　　　　　　　（イ）上記のいずれもない場合は、健康保険証等のコピー
　　　　　　③受取口座の通帳のコピー

※受取口座の金融機関名、支店名（支店コード）、口座の種別、口座番号、口座名義人（カ
ナ氏名等）が確認できる部分

④支給対象者を扶養する方の平成２７年 1 月１日時点の住所が利根町以外の場合は、扶養
する方の平成２７年度市町村民税非課税証明書

支　給　要　件

注　意　事　項

給付金の受取方法

申　請　方　法
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得
が
１
４
５
万
円
以
上
の
方

（
現
役
並
み
所
得
者
）
た
だ

し
、
負
担
割
合
が
３
割
と
判

定
さ
れ
る
所
得
で
あ
っ
て

も
、　
70
歳
以
上　
75
歳
未
満
の

方
が
２
人
以
上
で
、
そ
の
収

入
の
合
計
が
５
２
０
万
円
未

満
、
ま
た
は
単
独
世
帯
で

３
８
３
万
円
未
満
の
場
合
、

申
請
に
よ
り
２
割
（
※
１
）

負
担
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

（
※
１
）　

昭
和
19
年
４
月
１
日

以
前
生
ま
れ
の
方
は
１
割
。

■
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

認
定
証

70
歳
未
満
の
国
保
加
入
者
の

方
が
限
度
額
適
用
認
定
証
を

提
示
し
、
医
療
機
関
を
受
診

し
た
場
合
、
一
つ
の
医
療
機

関
（
※
２
）
で
の
１
カ
月
の

医
療
費
の
支
払
い
は
、
高
額

療
養
費
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
入
院
時
の
食
事
代

や
保
険
適
用
外
診
療
は
支
給

対
象
外
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
※
２
）
１
医
療
機
関
・
１
診

療
科
ご
と
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

２
つ
以
上
の
医
療
機
関
で
の
受

診
、
入
院
・
外
来
は
そ
れ
ぞ
れ

別
計
算
と
な
り
ま
す
。

■
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証住
民
税
非
課
税
世
帯
の
国
民

健
康
保
険
加
入
者
で
、
70
歳

以
上
75
歳
未
満
の
方
（
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
を

除
く
）
お
よ
び
70
歳
未
満
の

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

が
、
国
民
健
康
保
険
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
を
提
示
し
、
医
療
機
関

を
受
診
し
た
場
合
も
、
同
様

に
医
療
費
の
支
払
い
が
高
額

療
養
費
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
と
な
り
、
入
院
の
際
に
は

食
事
代
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

■
認
定
証
の
更
新
の
お
知
ら
せ

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
認
定

証
の
有
効
期
限
は
、
７
月
31

日（
金
）
ま
で
で
す
。

更
新
お
よ
び
新
規
交
付
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
役
場
保
険

年
金
課
窓
口
に
て
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

・
限
度
額
の
適
用
は
、
申
請
し

た
月
の
初
日
に
な
り
ま
す
。

・
国
民
健
康
保
険
税
の
未
納
が

あ
る
場
合
は
、
認
定
証
の
交

付
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
窓
口
負
担
が
自
己
負
担
限
度

額
を
超
え
た
分
に
つ
い
て
は
、

後
日
申
請
に
よ
り
払
い
戻
し

さ
れ
ま
す
。

△国民健康保険高齢受給者証（青色）
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国民健康保険加入者の方へ

「高齢受給者証」、「限度額適用

70 歳以上 75 歳未満の方の自己負担限度額（月額）

　70 歳未満の方の自己負担限度額（月額） 平成 27 年１月から変更となりました

区　　分
外 来 ＋ 入 院 （ 世 帯 単 位 ）

外来（個人単位）

現役並み所得者
（※３）

４４，４００円
８０，１００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％
４回目以降は４４，４００円

一　　般 １２，０００円 ４４，４００円

低所得者Ⅱ（※４）
　８，０００円

２４，６００円

低所得者Ⅰ（※５） １５，０００円

（※３）「現役並み所得者」とは、原則として同一世帯に住民税課税所得が１４５万円以上の、
７０歳以上の国民健康保険加入者がいる方が該当します。

（※４）「低所得者Ⅱ」とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税である
方が該当します。

（※５）「低所得者Ⅰ」とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、そ
の世帯の各所得は必要経費・控除（年金の所得は控除額を８０万円として計算）を差し
引いたときに０円となる方が該当します。

◎問い合わせ先　役場保険年金課　国民健康保険係　℡６８－２２１１（内線２５５・２５６）

（※１）過去１２カ月の間に高額療養費の支給が、４回以上あった場合の４回目からの限度額です。
（※２）基準総所得額＝前年の総所得金額等－基礎控除３３万円。
　　  　所得の申告がない場合は、基準総所得額９０１万円超とみなします。

所　得　要　件 区分 年３回目まで ４回目以降（※１）

基準総所得額（※２）
　９０１万円超 ア ２５２，６００円＋

（医療費－８４２，０００円）×１％ １４０，１００円

基準総所得額
　６００万円超９０１万円未満 イ １６７，４００円＋

（医療費－５５８，０００円）×１％ ９３，０００円

基準総所得額
　２１０万円超６００万円以下 ウ ８０，１００円＋

（医療費－２６７，０００円）×１％ ４４，４００円

基準総所得額　２１０万円以下 エ ５７，６００円 ４４，４００円

住民税非課税世帯 オ ３５，４００円 ２４，６００円
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経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶

予
と
な
る「
保
険
料
免
除
制
度
」

や
「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
の
免
除
や
猶

予
を
受
け
ず
保
険
料
が
未
納
の

状
態
で
、
万
一
、
障
害
や
死
亡

と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生

す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
・
遺

族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

《
保
険
料
免
除
制
度
と
は
》

　

所
得
が
少
な
く
本
人
・
世
帯

主
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
や
失
業
し
た

場
合
な
ど
、
国
民
年
金
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困

難
な
場
合
は
、
ご
本
人
か
ら
申

請
書
を
提
出
い
た
だ
き
、
申
請

後
に
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の

納
付
が
免
除
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
４
分
の
１
納
付
・

２
分
の
１
納
付
・
４
分
の
３
納

付
の
保
険
料
を
納
め
な
い
と
、

保
険
料
を
未
納
に
し
た
期
間
と

同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

免
除
さ
れ
る
額
は
、
次
の
４

種
類
が
あ
り
ま
す
。

～
７
月
１
日
よ
り
平
成
27
年
度
の

一
般
免
除
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
～

国
民
年
金
の
保
険
料
免
除
制
度

特
定
健
診（
集
団
健
診
）を

受
診
で
き
な
か
っ
た
方
へ

●
全
額（
月
１
万
５
５
９
０
円
）

が
免
除

全
額
免
除
の
期
間
は
、
全
額

納
付
し
た
場
合
の
年
金
額
の

１
／
２
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
所
得
基
準　
（
扶
養
親
族
等

の
数
＋
１
）
×
35
万
円
＋

22
万
円

●
保
険
料
の
４
分
の
１
納
付

（
月
３
９
０
０
円
）

４
分
の
３
免
除
さ
れ
た
期
間

は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し

た
場
合
の
年
金
額
の
５
／
８

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
所
得
基
準　

78
万
円
＋
扶
養

親
族
等
控
除
額
＋
社
会
保
険

料
控
除
額
等

●
保
険
料
の
２
分
の
１
納
付

（
月
７
８
０
０
円
）

２
分
の
１
免
除
さ
れ
た
期
間

は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し

た
場
合
の
年
金
額
の
６
／
８

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
所
得
基
準　

１
１
８
万
円
＋

扶
養
親
族
等
控
除
額
＋
社
会

保
険
料
控
除
額
等

●
保
険
料
の
４
分
の
３
納
付

（
月
１
万
１
７
０
０
円
）

４
分
の
１
免
除
さ
れ
た
期
間

は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し

た
場
合
の
年
金
額
の
７
／
８

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
所
得
基
準　

１
５
８
万
円
＋

扶
養
親
族
等
控
除
額
＋
社
会

保
険
料
控
除
額
等

《
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
と
は
》

　

他
の
年
齢
層
に
比
べ
て
所
得

が
少
な
い
20
歳
代
の
方
で
、
将

来
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
る
制
度
に
な
り
ま
す
。
30

歳
未
満
の
本
人
と
配
偶
者
の
所

得
が
一
定
以
下
の
場
合
は
、
申

請
に
よ
り
保
険
料
を
後
払
い
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

納
付
猶
予
の
期
間
は
、
老
齢

基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、

遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
た

め
に
必
要
な
受
給
資
格
期
間
に

カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま
す
が
、
老
齢

基
礎
年
金
額
の
受
給
額
が
増
え

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
所
得
基
準　
（
扶
養
親
族
等

の
数
＋
１
）
×
35
万
円
＋

22
万
円

持
参
し
て
い
た
だ
く
も
の

・
年
金
手
帳
（
基
礎
年
金
番
号

の
分
か
る
も
の
）、印
鑑
（
ス

タ
ン
プ
式
印
鑑
以
外
）

（
１
月
１
日
時
点
と
申
請
時

点
の
住
所
が
異
な
る
場
合

は
、
前
年
の
所
得
を
証
明
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

前
住
所
地
の
市
区
町
村
長
か

ら
前
年
の
所
得
証
明
の
交
付

を
受
け
、
申
請
書
に
添
付
）

※
平
成
26
年
４
月
よ
り
申
請
時

点
の
２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま

で
免
除
申
請
が
で
き
ま
す
。　

▽
問
い
合
わ
せ
先

・
役
場
保
険
年
金
課　

国
民
年

金
係　

℡
68

－

２
２
１
１

（
内
線
２
３
６
）

・
土
浦
年
金
事
務
所　

国
民
年

金
課　

℡
０
２
９

－

８
２
４

－

７
１
２
１

　

町
で
は
、
６
月
に
40
歳
か
ら

74
歳
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者

を
対
象
と
し
た
、特
定
健
診（
集

団
健
診
）
を
行
い
ま
し
た
が
、

健
診
期
間
中
、
ご
都
合
に
よ
り

受
診
で
き
な
か
っ
た
方
は
、
県

内
の
病
院
等
で
個
別
に
受
診
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
細
は

次
の
と
お
り
で
す
。

〈
受
診
対
象
者
〉

　

40
歳
か
ら
74
歳
の
国
民
健
康

保
険
加
入
者
で
受
診
券
を
お
持

ち
の
方
。
た
だ
し
、
今
年
度
中

に
国
民
健
康
保
険
の
助
成
で
、

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
を
受

診
す
る
方
は
除
き
ま
す
。

〈
健
診
期
限
〉

　

平
成
28
年
３
月
末
ま
で

〈
受
診
方
法
〉

　

平
成
28
年
３
月
末
ま
で
に
受

診
で
き
る
よ
う
、
早
め
に
、
ご

自
分
で
希
望
す
る
病
院
等
に
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
当
日
持
参
す
る
も
の
〉

・
受
診
券

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
自
己
負
担
金
１
５
０
０
円

・
以
前
に
特
定
健
診
を
受
診
し

た
こ
と
が
あ
る
方
は
、
そ
の

時
の
健
診
結
果

〈
近
隣
の
主
な
健
診
機
関
〉

龍
ケ
崎
市　

市
外
局
番
０
２
９
７

●
若
松
内
科
胃
腸
科

　

℡
64

－

０
５
３
３

●
牛
尾
病
院

　

℡
66

－

６
１
１
１

●
竜
ケ
崎
医
院

　

℡
62

－

０
５
５
０

●
龍
ケ
崎
済
生
会
病
院

　

℡
63

－

７
１
１
１

●
中
村
ク
リ
ニ
ッ
ク

　

℡
64

－

６
６
５
５

●
大
徳
ヘ
ル
シ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

　

℡
64

－

３
１
３
３

取
手
市　

市
外
局
番
０
２
９
７

●
Ｊ
Ａ
と
り
で
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

　
（
旧
取
手
協
同
病
院
）

℡
74

－

５
５
５
１

●
戸
田
医
院

　

℡
78

－

３
３
３
３

●
東
取
手
病
院

　

℡
74

－

３
３
３
３

●
宗
仁
会
病
院

　

℡
85

－

８
３
４
１

●
飯
泉
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

　

℡
83

－

８
８
１
８

●
ハ
ー
ト
フ
ル
ふ
じ
し
ろ
病
院

　

℡
83

－

７
１
７
７

●
丸
野
医
院

　

℡
74

－

４
１
９
９

▽
問
い
合
わ
せ
先　

役
場
保
険

年
金
課　

国
民
健
康
保
険
係

℡
68

－

２
２
１
１　

（
内
線
２
５
６
）
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日
常
生
活
に
お
い
て
介
護
を

必
要
と
す
る
障
害
者
（
児
）
の

方
を
在
宅
で
介
護
さ
れ
て
い
る

ご
家
族
の
う
ち
、
主
に
介
護
に

あ
た
る
方
に
対
し
慰
労
金
を
支

給
し
ま
す
。

○
重
度
心
身
障
害
者
と
は

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た

は
２
級

②
療
育
手
帳
Ⓐ
ま
た
は
Ａ

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級

④
小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
受

給
者
、
ま
た
は
一
般
特
定
疾

患
医
療
受
給
者
（
介
護
保
険

法
に
定
め
る
被
保
険
者
に
該

当
し
な
い
方
）

　

①
～
④
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
、
常
時
寝
た
き
り
の
状
態
、

ま
た
は
食
事
・
排
便
お
よ
び
寝

起
き
な
ど
日
常
生
活
の
大
半
に

介
助
が
必
要
な
方
を
い
い
ま
す
。

○
支
給
対
象
者

　

在
宅
で
重
度
心
身
障
害
者
を

介
護
し
て
い
る
家
族
の
う
ち
、

主
と
し
て
介
護
に
あ
た
り
、
平

成
27
年
４
月
１
日
現
在
利
根
町

に
居
住
し
て
い
る
方
。

※
た
だ
し
、
前
年
度
中
に
重
度

心
身
障
害
者
の
方
が
、
障
害
者

総
合
支
援
法
に
よ
る
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場
合

や
、
90
日
を
超
え
て
病
院
に
入

院
し
て
い
る
場
合
に
は
、
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

○
慰
労
金
支
給
額
お
よ
び
申

　

請
の
手
続
き

・
支
給
額

　

１
世
帯
あ
た
り
年
額
４
万
円

・
申
請
方
法

役
場
福
祉
課
に
申
請
書
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
記
入
の

上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
申
請
期
限

　

７
月
31
日（
金
）

▽
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

　

℡
68

－

２
２
１
１

（
内
線
３
３
２
）

重
度
心
身
障
害
者

介
護
慰
労
金
制
度

の
お
知
ら
せ

　

75
歳
以
上
の
方
（
一
定
以
上

の
障
害
の
あ
る
方
は
65
歳
以

上
）
が
対
象
の
「
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証
」
は
毎
年
有

効
期
限
が
７
月
31
日
ま
で
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

８
月
１
日
か
ら
の
新
し
い
被

保
険
者
証
は
、
７
月
下
旬
被
保

険
者
個
人
あ
て
に
簡
易
書
留
で

郵
送
し
ま
す
。
被
保
険
者
証
が

届
き
ま
し
た
ら
、
記
載
事
項
に

誤
り
が
な
い
か
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
方
が
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

場
合
、
高
額
な
外
来
診
療
を
受

け
た
と
き
や
入
院
時
の
負
担
額

や
食
事
代
等
が
軽
減
さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
方

は
、
事
前
に
役
場
保
険
年
金
課

で
申
請
し
て
い
た
だ
き
、
認
定

証
を
医
療
機
関
等
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。認
定
証
の
適
用
は
、

申
請
月
の
初
日
、
ま
た
は
資
格

取
得
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
『
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
』
を
お
持

ち
の
方
は
、
有
効
期
限
は
毎
年

７
月
31
日
と
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
８
月
以
降
も
引
き
続
き
該

当
と
な
る
場
合
は
、
申
請
を
省

略
し
て
保
険
証
と
一
緒
に
郵
送

し
ま
す
。

申
請
方
法

　

本
人
の
保
険
証
・
印
鑑
を
持

参
の
上
、
役
場
保
険
年
金
課
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

過
去
12
カ
月
の
入
院
日
数
が
90

日
を
超
え
る
場
合
は
、
入
院
証

明
書
ま
た
は
領
収
書
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
は
、
原
則
と
し
て

年
金
か
ら
引
か
れ
て
納
め
て

い
た
だ
く
方
法
（
特
別
徴
収
）

と
、
特
別
徴
収
が
で
き
な
い
方

は
、
納
入
通
知
書
、
ま
た
は
口

座
振
替
で
納
め
て
い
た
だ
く
方

法
（
普
通
徴
収
）
に
な
り
ま
す
。

平
成
27
年
度
の
保
険
料
は
、
７

月
に
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
で
本
算
定
額
が
決
定

さ
れ
ま
す
。

普
通
徴
収

・
年
間
の
保
険
料
を
７
月
か
ら

平
成
28
年
２
月
ま
で
の
８
回

に
分
け
て
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。

・
納
入
通
知
書
は
、
７
月
中
旬

ご
ろ
発
送
予
定
で
す
。

特
別
徴
収

・
次
表
の
と
お
り
、
10
月
以
降

に
特
別
徴
収
さ
れ
る
額
に
つ

い
て
は
、
８
月
中
旬
ご
ろ
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

役
場
保
険
年
金
課　

後
期
医

療
係　

℡
68

－

２
２
１
１

（
内
線
２
３
９
）

保
険
証
の
更
新
に
つ
い
て

保
険
料
の
納
め
方

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
お
知
ら
せ

名称 徴　収　月 徴収額算出根拠

仮徴収 ４月・６月・８月
年間保険料額が確定していないため、仮に算定
された額を納めていただきます。平成 27 年２月
の徴収額と同じ額が、各月の徴収額となります。

本徴収 10 月・12 月・
平成 28 年２月

平成 26 年中の所得に基づき算出した額から、仮
徴収額を差引いた額を、３回に分けて納めてい
ただきます。
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　浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を
十分に発揮させるには、定期的な維持管理（保守点検・清掃）と定期検査（法定検査）が必要であり、法
律により実施が義務付けられています。
　適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆さまのご協力をお願いします。

■　浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。
　　また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
■　１０人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年３～４回行う必要があります。
■　県に登録している保守点検業者に委託してください。

保守点検

■　浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
■　年に１回以上（全ばっ気方式は６カ月に１回以上）行う必要があります。
■　町の許可を受けた清掃業者に委託してください。

清　　掃

◎問い合わせ先　役場環境対策課　℡６８－２２１１（内線２５８）
　　　　　　　　茨城県生活環境部環境対策課　℡０２９－３０１－２９６６

■　浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
■　最初の検査は、浄化槽を使い始めてから３～８カ月以内に行う必要があり、その後は毎年１回

受ける必要があります。（検査は有料です）
■　県指定検査機関である（公社）茨城県水質保全協会に申し込みをしてください。
　　（℡０２９－２９１－４００４）
■　法定検査を受けていないご家庭には、県から受検指導文書が送付されます。また、県から委嘱

された「水質保全監視員」が受検指導に伺う場合があります。

法定検査

浄 化 槽 を お 使 い の 皆 さ ま へ

■　保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」があります。大変便利
なシステムですので、ぜひご利用ください。

■　現在契約されている保守点検業者、清掃業者または（公社）茨城県水質保全協会に申し込みを
してください。（℡０２９－２９１－４００４）

一括契約システム

■　単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水は、その
まま放流されてしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、
汚れの量をおよそ１／８に減らせます。

■　身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
■　浄化槽の設置には、補助金が交付されます（単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の場

合には、増額になります）。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
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犬
や
猫
は
飼
育
マ
ナ
ー
や
ル

ー
ル
を
守
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う
。

　

近
年
、
犬
、
猫
は
愛
情
を
注

い
だ
り
、
姿
や
仕
草
を
楽
し
ん

だ
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
共
に

暮
ら
し
、
心
を
通
わ
せ
る
人
生

の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
犬
の
散
歩
の

仕
方
、
特
に
猫
の
飼
い
方
に
つ

い
て
の
苦
情
や
問
題
が
急
増
し

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
近
隣
ト

ラ
ブ
ル
の
原
因
と
し
て
、
裁
判

に
ま
で
発
展
し
て
い
る
ケ
ー
ス

も
あ
る
ほ
ど
で
す
。

・
犬
の
フ
ン
は
自
宅
で
処
理
し

ま
し
ょ
う
。
散
歩
時
の
フ
ン

は
必
ず
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

・
散
歩
時
は
必
ず
リ
ー
ド
を
つ

け
ま
し
ょ
う
。

・
屋
外
で
飼
う
場
合
、
安
全
な

場
所
に
鎖
で
つ
な
ぐ
か
、
囲

い
の
中
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

・
犬
の
周
辺
を
い
つ
も
清
潔
に

し
、
悪
臭
を
発
生
さ
せ
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
犬
の
無
駄
吠
え
は
、
隣
近
所

の
生
活
リ
ズ
ム
を
崩
す
な
ど

精
神
的
な
苦
痛
を
与
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

犬
の
登
録
は
生
涯
１
回
、
狂

犬
病
予
防
注
射
は
年
１
回
行
う

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

次
の
動
物
病
院
で
は
、
狂
犬

病
予
防
注
射
と
同
時
に
狂
犬
病

予
防
注
射
済
票
の
交
付
が
で
き

ま
す
。

可
能
な
動
物
病
院

も
え
ぎ
の
動
物
病
院

（
利
根
町
奥
山
６
４
３

－

１
）

℡
68

－

８
２
３
８

　

猫
が
原
因
の
苦
情
が
多
く
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

猫
を
外
に
出
す
と
飼
い
主
に

は
行
動
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
他

の
猫
と
の
け
ん
か
に
よ
る
け

が
、
交
通
事
故
や
伝
染
病
の
感

染
等
、
猫
の
命
に
関
わ
る
危
険

が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
い
た
ず

ら
を
し
た
り
、
フ
ン
な
ど
で
近

隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
ケ
ー

ス
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
室
内
で

飼
う
こ
と
で
回
避
で
き
ま
す
。

　

餌
と
水
を
十
分
に
与
え
、
運

動
の
で
き
る
環
境
を
整
え
て
や

る
こ
と
で
猫
も
室
内
飼
い
に
適

応
で
き
ま
す
。

　

猫
を
大
切
に
さ
れ
て
い
る
方

は
室
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

　

も
と
も
と
野
良
猫
は
、
飼
い

猫
が
捨
て
ら
れ
て
増
え
て
い
っ

た
も
の
で
す
。

　

現
在
、
か
わ
い
そ
う
だ
と
い

う
理
由
で
野
良
猫
に
餌
だ
け
あ

げ
て
い
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
結
果

的
に
野
良
猫
の
数
を
増
や
す
こ

と
に
な
り
、
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
を

招
く
だ
け
で
な
く
、
不
幸
な
猫

を
増
や
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

犬と猫の飼育に
ついてお願い

問い合わせ先
役場環境対策課
℡６８－２２１１（内線２５３）

犬
と
猫
の
飼
育
マ
ナ
ー

に
つ
い
て

犬
を
飼
う
時
の
マ
ナ
ー

犬
の
飼
い
方

猫
の
飼
い
方

飼
い
主
の
い
な
い

猫
に
つ
い
て

犬
の
登
録
と狂犬

病
予
防
注
射

猫
は
室
内
で飼

い
ま
し
ょ
う

む
や
み
に餌

を
あ
げ
な
い
で

猫
を
飼
う
時
の
マ
ナ
ー

わ
か
く
さ
動
物
病
院

（
利
根
町
横
須
賀
６
５
５
）

℡
68

－

７
９
３
９

竜
ヶ
崎
中
央
獣
医
科
病
院

（
龍
ケ
崎
市
馴
柴
町
７
８
５

－

２
）

℡
０
２
９
７

－
６
４

－
３
２

８
８

・
自
分
の
飼
い
猫
に
責
任
を
持

つ
た
め
に
、
首
輪
を
し
、
身

元
や
連
絡
先
の
わ
か
る
迷
子

札
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

・
不
妊
、
去
勢
手
術
を
し
ま

し
ょ
う
。
病
気
の
リ
ス
ク
が

減
る
だ
け
で
な
く
、
む
や
み

に
子
猫
を
増
や
す
こ
と
を
回

避
で
き
ま
す
。

　
　

ま
た
、
性
格
も
穏
や
か
に

な
り
ま
す
。

　

猫
に
一
番
必
要
な
も
の
は
、

責
任
を
も
っ
て
飼
っ
て
く
れ
る

飼
い
主
で
す
。

　

確
か
に
、
野
良
猫
は
過
酷
な

状
況
の
中
に
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
む
や
み

に
餌
だ
け
あ
げ
る
行
為
は
、
無

責
任
な
行
為
で
す
。

　

本
当
に
猫
の
こ
と
を
思
う
な

ら
、
自
分
の
猫
と
し
て
、
自
分

の
家
で
、
最
後
ま
で
愛
情
を

持
っ
て
世
話
を
す
る
べ
き
で
す
。

　

そ
れ
が
で
き
な
い
の
な
ら
、

野
良
猫
に
餌
を
あ
げ
る
行
為
は

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。
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龍ケ崎地方塵芥処理組合の財政状況を公表します
　地方自治法第 243 条の３第１項および「龍ケ崎地方塵芥処理組合財政事情書の作成及び公表に関する条例」の規
定により、財政事情を下記のとおり公表いたします。
▼組合所有財産の状況 土地＝ 131,347.0㎡　 建物＝ 19,679.8㎡　車両＝ 10 台　基金積立金＝ 260,425 千円
▼組合債現在高の状況　一般廃棄物処理事業債＝ 51,600 千円
▽問い合わせ先　龍ケ崎地方塵芥処理組合　総務課　℡０２９７－６０－１７７７
※出納整理期間が 5 月 31 日までとなっていますので、収入・支出済額欄は確定額ではありません。
○平成２６年度下半期（10 月～ 3 月）の財政事情書　（平成２７年 3 月 31 日現在）
　平成２６年度一般会計執行の状況 （単位：千円）

　平成２７年度一般会計当初予算の状況

歳　　　　入 歳　　　　出
項　　目 予算額 収入済額 項　　目 予算額 支出済額

分担金及び負担金 2 , 3 3 1 , 3 8 1 1 , 1 7 4 , 8 4 5 議会費 2 , 0 6 3 1 , 8 3 1
使用料及び手数料 1 5 4 , 5 1 0 1 5 0 , 9 8 9 総務費 2 4 8 , 9 4 7 2 3 9 , 7 3 1
国庫支出金 6 0 5 , 2 4 3 0 衛生費 2 , 8 6 4 , 4 4 1 6 4 9 , 4 8 4
財産収入 6 5 4 7 公債費 2 0 3 , 1 0 1 2 0 3 , 0 9 8
繰入金 1 0 予備費 3 , 0 0 0 0
繰越金 9 6 , 8 3 6 9 6 , 8 3 6
諸収入 8 1 , 9 1 6 1 1 3 , 2 5 0
組合債 5 1 , 6 0 0 5 1 , 6 0 0
歳入合計 3 , 3 2 1 , 5 5 2 1 , 5 8 7 , 5 6 7 歳出合計 3 , 3 2 1 , 5 5 2 1 , 0 9 4 , 1 4 4
収入率 4 7 . 7 9 % 支出率 3 2 . 9 4 %

歳　　　　入 歳　　　　出
項　　目 金額（千円） 割合（%） 項　　目 金額（千円） 割合（%）

分担金及び負担金 1 , 0 3 5 , 4 6 1 7 3 . 1 6 議会費 2 , 3 5 3 0 . 1 7
使用料及び手数料 1 5 1 , 2 7 4 1 0 . 7 0 総務費 1 6 8 , 2 5 8 1 1 . 8 9
財産収入 1 0 0 0 . 0 0 衛生費 1 , 2 4 1 , 4 8 5 8 7 . 7 1
繰入金 1 0 . 0 0 公債費 3 1 0 0 . 0 2
繰越金 2 0 , 0 0 0 1 . 4 1 予備費 3 , 0 0 0 0 . 2 1
諸収入 5 9 , 6 7 0 4 . 2 2
組合債 1 4 8 , 9 0 0 1 0 . 5 1
歳入合計 1 , 4 1 5 , 4 0 6 1 0 0 . 0 0 歳出合計 1 , 4 1 5 , 4 0 6 1 0 0 . 0 0

龍 ケ 崎 地 方 衛 生 組 合 の 財 政 状 況 を 公 表 し ま す
　地方自治法第243条の3第1項および「龍ケ崎地方衛生組合財政事情書の作成及び公表に関する条例」の定めにより、
本組合の財政事情を下記のとおり公表いたします。
▼組合所有財産の状況　土地＝ 32,812㎡　建物＝ 8,257㎡　車両＝ 5 台　基金積立金＝ 278,851 千円
▼組合債現在高の状況　　一般廃棄物処理事業債＝ 570,455 千円
▽問い合わせ先　龍ケ崎地方衛生組合　総務課　℡０２９７－６４―１１４４
※収入済額および支出済額共に予算額を下回っていますが、出納整理期間が 5 月 31 日までとなっていますので確定

額ではありません。
○平成２６年度下半期（10 月～ 3 月）の財政事情書　（平成２７年 3 月 31 日現在）
　平成２６年度一般会計執行の状況 （単位：千円）

平成２７年度一般会計当初予算の状況

歳　　　　入 歳　　　　出
項　　目 予算額 収入済額 項　　目 予算額 支出済額

分担金及び負担金 5 2 3 , 8 3 5 5 2 3 , 8 3 5 議会費 2 , 9 3 8 2 , 6 2 8
使用料及び手数料 2 5 , 5 5 9 2 2 , 8 8 5 総務費 1 9 3 , 4 1 5 1 8 4 , 1 1 8
国庫支出金 8 0 , 2 3 8 0 衛生費 4 2 2 , 7 1 5 2 2 0 , 2 1 2
財産収入 5 4 6 5 0 1 公債費 1 1 8 , 9 0 4 1 1 8 , 9 0 2
繰入金 7 4 , 3 0 6 7 4 , 3 0 6 予備費 2 , 0 0 0 0
繰越金 2 0 , 1 3 5 2 0 , 1 3 5
諸収入 1 5 , 3 5 3 1 5 , 2 6 0
歳入合計 7 3 9 , 9 7 2 6 5 6 , 9 2 2 歳出合計 7 3 9 , 9 7 2 5 2 5 , 8 6 0
収入率 8 8 . 8 % 支出率 7 1 . 1 %

歳　　　　入 歳　　　　出
項　　目 金額（千円） 割合（%） 項　　目 金額（千円） 割合（%）

分担金及び負担金 4 9 7 , 9 7 3 8 6 . 0 議会費 2 , 9 7 0 0 . 5
使用料及び手数料 2 5 , 1 5 9 4 . 4 総務費 1 8 7 , 8 7 6 3 2 . 5
財産収入 3 6 4 0 . 1 衛生費 2 6 7 , 0 5 0 4 6 . 1
繰入金 4 5 , 1 5 3 7 . 8 公債費 1 1 8 , 9 0 4 2 0 . 5
繰越金 1 0 , 0 0 0 1 . 7 予備費 2 , 0 0 0 0 . 4
諸収入 1 5 1 0 . 0
歳入合計 5 7 8 , 8 0 0 1 0 0 . 0 歳出合計 5 7 8 , 8 0 0 1 0 0 . 0
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＜資本勘定は、配水管の新設や更新工事の設備投資事業です＞
※資本勘定の収入 2,809 万円から支出 12 億 2,153 万円を引いた不足額 11 億 9,344 万円は、人件費や委託料の縮
減等、経営改革によって出る利益の積立金、水道施設の減価償却費等の内部留保資金で補てんする予定です。

水道水の赤字供給続く
　皆さんへ供給している水道水は、１㎥給水する原価は 218 円 55 銭で、水道料金としていただいているのは、
１㎥あたり 207 円 66 銭と、１㎥売るたびに 10 円余りの赤字になり、原価割れで供給しているのが実態です。（平
成 25 年度決算）

経営改革を進めます
　今後、老朽化した配水場施設や配水管の修繕や交換を迎えるため、多額の費用が必要になります。しかし、
企業団では安易に使用料金を値上げせず、茨城県に水の卸値を下げるよう要望するとともに、積極的に経営改
革を行い、人件費や委託料等の縮減を図り体質強化に取り組んでいます。
◎業務の予定量（平成 27 年度）
⑴給水戸数　102,079 戸　⑵年間総給水量　26,000,000㎥　⑶一日平均給水量　71,038㎥　⑷主要な建設改良事
業　8 億 6,778 万円　詳細は、茨城県南水道企業団ホームページをご覧ください。
◎問い合わせ先　茨城県南水道企業団　℡ 0297-66-5131 　ＨＰ　http://www.ibananww.ne.jp

平成 27 年度茨城県南水道企業団水道事業の予算と概要
～厳しい経営状況続く～

平成 27 年度純利益予想はわずか 919 万円
　昨年改正された会計基準によって、収入（現金）の実態がない収益（長期前受金戻入）を計上しているため、
平成 27 年度の純利益は 4 億 3,940 万円と大幅な収益があがるように見えますが、実質的な純利益は 919 万円に
しかならず、必ずしも経営状況が良くなったわけではありません。
　【損益勘定】　　〈収入〉59 億 6,435 万円　　　　　　　〈支出〉54 億 7,173 万円　　税込み

※税抜きの損益勘定は、収入 55 億 5,543 万円、支出 51 億 1,603 万円で、純利益は 4 億 3,940 万
円となります。

　【資本勘定】　　〈収入〉2,809 万円　　　　　　　　　 　〈支出〉12 億 2,153 万円　　税込み

内　

訳

給水収益 51 億 8,303 万円 浄水費 27 億 6,173 万円
その他営業収益 3 億 3,723 万円 人件費 5 億 4,493 万円
長期前受金戻入 4 億 3,021 万円 減価償却費 11 億 8,497 万円
その他 1,388 万円 支払利息 6,365 万円

その他 9 億 1,645 万円

内
訳

負担金 2,809 万円 施設拡張費 9 億 4,144 万円
企業債償還金 2 億 4,895 万円
営業設備費他 3,114 万円

　

７
月
は
「
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防

止
全
国
強
調
月
間
」
で
す
。

　

ご
存
知
で
す
か
。
子
ど
も
を
守
る
た

め
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
。

　

パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
、
ゲ
ー
ム
機
、
携
帯
音
楽
プ
レ
ー

ヤ
ー
な
ど
を
通
じ
て
、
世
界
中
の
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か

ら
簡
単
な
操
作
で
手
に
入
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、

有
害
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
制
限
す

る
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
設
定
や
保
護
者

の
理
解
と
見
守
り
が
大
切
で
す
。

青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止

全
国
強
調
月
間



平成 27 年７月（№ 616） 16

ぼうさい　掲示板町の防災情報の取得方法！パート①

◎問い合わせ先　役場総務課　消防交通係　℡ ６８－２２１１（内線５０１）

〇　町では、次の方法により、町民の方へ避難情報などの防災情報を発信します。
●情報メール一斉配信サービス　　　●エリアメール　　　　　 　　  ●防災行政無線　　
●Ｌアラート　　　　　　　　　　　●利根町公式ホームページ　　　●広報車による巡回

〇　町からの防災情報の取得方法について、パート①では、次の４つをご紹介いたします。

〇 火災、断水、停電に関する情報は、下記までお問い合わせください。
・火災情報⇒稲敷広域消防本部運営のテレホンサービス （℡０２９７－６４－０１１９）

＊延焼の恐れのある場合や大規模火災が発生した場合は、利根消防署から防災行政無線でお知ら
せします。

・断水情報⇒茨城県南水道企業団（℡０２９７－６６－５１３１（代））
・停電情報⇒東京電力茨城カスタマ－センター（℡０１２０－９９５－３３２）

　町内全域に設置した屋外スピーカーにより、災害発生時に町や消防署か
ら防災情報を流します。武力攻撃やテロなどの緊急情報については、国か
らの情報が直接自動で放送されます。
　なお、平常時は、夕方のチャイムや下校の見守りなど機器の点検を兼ね
た放送を行っています。
　また、防災行政無線で放送された音声情報は「防災行政無線テレホンサー
ビス」で確認することができます。

　避難勧告等の災害情報を町がＬアラートに登録することで、Ｌアラートに参加している多数の報
道機関に同時に提供されるというもので、これにより迅速かつ効率的な情報伝達が可能となります。
Yahoo! JAPAN 避難情報ページ、ＮＨＫ水戸放送局データ放送などで公開されます。

　利根町が運営する公式ホームページ内に災害関連情報を掲載します。
　ホームページリンク：http://www.town.tone. ibaraki . jp/

　限られた地域への情報提供や防災行政無線の補完として、広報車による広報活動を行います。

１　案内内容
　放送の新しいものから順に、最大 5 件の放送をご案内します。（「夕方のチャイム」、「下校
の見守り」も含まれます。また、放送から 24 時間経過したものは、自動的に消去されます。）

２　留意事項 
以下の電話からは、フリーダイヤルをご利用できません。
●衛星携帯電話
●「０５０」番で始まる一部のＩＰ電話（電話番号の頭に ｢００００｣ を付けてダイヤルす

るとフリーダイヤルをご利用できる場合があります。）

（１）防災行政無線

（２）Ｌアラート

（３）利根町公式ホームページ

（４）広報車による巡回

▼防災行政無線テレホンサービス
　電話番号： ０１２０－３５５－６３３（フリーダイヤル）

防災行政無線屋外スピーカー



平成 27 年７月（№ 616）17

　

役
場
職
員
を
装
い
「
ご
み
置

き
場
の
工
事
の
た
め
工
事
完
了

ま
で
場
所
を
変
更
す
る
」
と

言
っ
て
、
新
し
い
ご
み
置
き
場

の
場
所
へ
案
内
し
て
い
る
す
き

に
、
自
宅
に
侵
入
し
て
金
品
を

盗
む
事
件
が
発
生
し
て
お
り
ま

す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
集
積
所
の
変
更
は

集
積
所
の
管
理
お
よ
び
設
置
場

所
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
自
治

会
に
な
り
ま
す
。

　

も
し
、
ご
み
集
積
所
が
変
更

と
な
る
と
き
は
、
ご
み
集
積
所

を
利
用
し
て
い
る
住
民
に
自
治

会
を
通
し
て
連
絡
が
行
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

役
場
環
境
対
策
課　

℡
68

－

２
２
１
１

（
内
線
２
５
２
）

ごみ集積所変更と
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金品泥棒が発生し
ています

男女共同参画ってなあに？　パート⑳

クイズ★
男女共同参画 !!

　男性も女性も共に、個性や能力を生かして、あらゆる分野
でいきいきと活躍できる社会、それが男女共同参画社会です。
クイズを通じて、私たちの生活の中にある男女共同参画につ
いて一緒に考えてみましょう！

問 題 日本の６歳未満の子供がいる家庭において、男性（夫）が家事や育児をしている時間
は１日あたりどのくらいでしょうか？

①　約３０分　　　　②　約 1時間　　　　③約 1時間３０分

答 え ②　約 1時間

備考　内閣府・男女共同参画推進連携会議「ひとりひとりが幸せな社会のために（平成 26年）」より作成
日本の数値は、「夫婦と子どもの世帯」に限定した夫の「家事」、「介護・看護」、「育児」および「買い物」の
合計時間です。

　男性の家事、育児に関わる時間は、諸外国と比べるとかなり少ない時間となっています。男
性は仕事を優先する傾向にあり、育児等に関わる時間がないのが現状のようです。お父さんが
早く家に帰って、子どもたちと過ごす時間が増えるといいですね。みんなでワーク・ライフ・
バランス（仕事と生活の調和）を推進しましょう！

６歳未満児のいる夫の１日あたり家事・育児関連時間の国際比較

0:39
1:07日本

0:48
2:29米国

1:00
2:46英国

0:40
2:30フランス

0:59
3:00ドイツ

1:07
3:21スウェーデン

1:13
3:12ノルウェー

家事関連時間全体

うち育児の時間

0 1 2 3 4 （時間）



平成 27 年７月（№ 616） 18

2 3 4 5 6 7 8

早朝
楊名時太極拳
午前７時～７時 40 分
（羽根野台運動公園）

武術太極拳
午前７時 30 分～８時
（早尾台第１公園）

楊名時太極拳
午前７時～７時 40 分
（羽根野台運動公園）

武術太極拳
午前７時 30 分～８時
（早尾台第１公園）

楊名時太極拳
午前７時～７時 40 分
（羽根野台運動公園）

武術太極拳
午前７時 30 分～８時
（早尾台第１公園）

午前

ウオーキング
午前７時 30 分～正午
（利根町公民館）
グラウンドゴルフ
午前９時 30 分～正午
（文小学校グラウンド）
健康体操
午前 10時～ 11時 30 分
（利根町生涯学習センター）

グラウンドゴルフ
午前９時 30 分～正午
（利根浄化センターグラウンド）

テニス教室
午前 10 時～正午
（利根浄化センターテニスコート）

バドミントン・卓球・ニュースポーツ
午前９時 30 分～正午
（文小学校体育館）

午後
バドミントン・卓球・ニュースポーツ
午後１時 30 分～３時 30 分
（文小学校体育館）

夜間
バドミントン
午後７時 30 分～９時 30 分
（文小学校体育館）

楊名時太極拳
午後７時～８時 30 分
（利根町公民館）

9 10 11 12 13 14 15

早朝
楊名時太極拳
午前７時～７時 40 分
（羽根野台運動公園）

武術太極拳
午前７時 30 分～８時
（早尾台第１公園）

楊名時太極拳
午前７時～７時 40 分
（羽根野台運動公園）

午前
グラウンドゴルフ
午前９時 30 分～正午
（文小学校グラウンド）

グラウンドゴルフ
午前９時 30 分～正午
（利根浄化センターグラウンド）

午後

夜間
バドミントン
午後７時 30 分～９時 30 分
（文小学校体育館）

楊名時太極拳
午後７時～８時 30 分
（利根町公民館）

（利根町総合型地域スポーツクラブ）
８月の活動予定８月の活動予定８月の活動予定

☆クラブ活動に参加する際は、受け付けで「会員証」を提示してください（早朝の「楊名時太極拳」、「武術太極拳」、第１日曜日の「ウオーキング」では必要ありません）。
☆ビジター参加費は、大人：300 円 / 都度、子供（中学生以下）：150 円 / 都度、「ウオーキング」は、100 円です。（早朝の「楊名時太極拳」、「武術太極拳」は無料）

日 月 火 水 木 金 土
1

早朝
武術太極拳
午前７時 30 分～８時
（早尾台第１公園）

午前
バドミントン・卓球・ニュースポーツ
午前９時 30 分～正午
（文小学校体育館）

午後
バドミントン・卓球・ニュースポーツ
午後１時 30 分～３時 30 分
（文小学校体育館）

夜間

16 17 18 19 20 21 22

早朝
楊名時太極拳
午前７時～７時 40 分
（羽根野台運動公園）

武術太極拳
午前７時 30 分～８時
（早尾台第１公園）

楊名時太極拳
午前７時～７時 40 分
（羽根野台運動公園）

武術太極拳
午前７時 30 分～８時
（早尾台第１公園）

楊名時太極拳
午前７時～７時 40 分
（羽根野台運動公園）

武術太極拳
午前７時 30 分～８時
（早尾台第１公園）

午前
健康体操
午前 10時～ 11時 30 分
（利根町生涯学習センター）

グラウンドゴルフ
午前９時 30 分～正午
（利根浄化センターグラウンド）

テニス教室
午前 10 時～正午
（利根浄化センターテニスコート）

バドミントン・卓球・ニュースポーツ
午前９時 30 分～正午
（文小学校体育館）

午後
バドミントン・卓球・ニュースポーツ
午後１時 30 分～３時 30 分
（文小学校体育館）

夜間
バドミントン
午後７時 30 分～９時 30 分
（文小学校体育館）

楊名時太極拳
午後７時～８時 30 分
（利根町公民館）

23 24 25 26 27 28 29

早朝
楊名時太極拳
午前７時～７時 40 分
（羽根野台運動公園）

武術太極拳
午前７時 30 分～８時
（早尾台第１公園）

楊名時太極拳
午前７時～７時 40 分
（羽根野台運動公園）

武術太極拳
午前７時 30 分～８時
（早尾台第１公園）

楊名時太極拳
午前７時～７時 40 分
（羽根野台運動公園）

武術太極拳
午前７時 30 分～８時
（早尾台第１公園）

午前
グラウンドゴルフ
午前９時 30 分～正午
（文小学校グラウンド）

グラウンドゴルフ
午前９時 30 分～正午
（利根浄化センターグラウンド）

テニス教室
午前 10 時～正午
（利根浄化センターテニスコート）

バドミントン・卓球・ニュースポーツ
午前９時 30 分～正午
（文小学校体育館）

午後
バドミントン・卓球・ニュースポーツ
午後１時 30 分～３時 30 分
（文小学校体育館）

夜間
バドミントン
午後７時 30 分～９時 30 分
（文小学校体育館）

楊名時太極拳
午後７時～８時 30 分
（利根町公民館）

30 31

早朝
楊名時太極拳
午前７時～７時 40 分
（羽根野台運動公園）

午前
グラウンドゴルフ
午前９時 30 分～正午
（文小学校グラウンド）

午後

夜間

☆　プログラムは当日の状況により予告なしに変更/中止する
ことがありますのでご了承願います。

☆　会場の準備、片付けは参加者全員で行いましょう。
☆　途中入会者の傷害保険は、入会翌月から適用となります。

　入会は、随時受け付けております。申込書は「とね ワイワ
イ くらぶ　クラブハウス」、「利根町生涯学習センター」、
「利根町公民館」にあります。
　申し込み受け付けは、クラブハウスと各プログラムの活動
場所（早朝の太極拳とウオーキングは除く）で行っておりま
すので、お気軽にお越しください。

「とね ワイワイ くらぶ」クラブハウス　（事務局）　
〒300-1632   茨城県北相馬郡利根町下曽根 321

TEL  ０９０－１４０７－４４８０
FAX  ０２９７－６８ー３８１２
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とね子育て支援センターって

　どんなところ？

知りたい人は来て！見て!!

　利根町在住の、未就園のお子さんと、その保護者を対象にさまざまな支援を行ってい
ます。現在は、子育て真っ最中のお母さん同士の情報交換や、気分転換の場所にもなっ
ています。また、子供同士のたくさんの遊びや、ふれあい体験の場にもなっています。
担当保育士とのたわいのないおしゃべりもおすすめです。（*^_^*）
　面倒がらずに、ぜひ出掛けてきてください。何かのきっかけ作りになれば幸いです。

問い合わせ先　
とね子育て支援センター（文間保育園内）
　℡６８－３１９４
※案内の手紙は、利根町役場の福祉課・住民課

前のお便りBOXにも入っています。また、
町公式ホームページでもご覧いただけます。

＊＊８月の予定＊＊　
◎とね子育て支援センターの活動は、通常

は文間保育園内にて、月曜日～金曜日に
行っています。

　（土・日曜日、祝日は、お休みです。）
＊ワイワイサロンは、利根町保健福祉セン

ターでの育児相談日です。
＊遊びに来る時は、各自水分を持参してく

ださい。
３ 月 にこにこ赤ちゃん
４ 火 にこにこ広場＆しゃべランチ
12 水 ワイワイサロン（Ｐ25参照）
18 火 すくすくのにこにこ広場
19 水 よちよちのにこにこ広場
21 金 ねんねのにこにこ広場
24 月 赤ちゃん＆マタニティさん
26 水 にこにこ広場＆しゃべランチ
28 金 すっきりサロン
＊内容に関しては問い合わせください。
＊８月10日（月）～８月14日（金）は、
　とね子育て支援センターはお休みです。

保育園の開放（園庭および室内）
月曜日～金曜日（祝日は除く）
午前９時30分～11時30分
午後３時～４時30分
　　　　（変更もあり）
対象：未就園の親子
■ベビーカー持参でお庭を散歩し

てくださってもかまいません。
■お孫さんを見ていらっしゃる

祖父母の方もご利用ください。
■雨の日も遊べる小さな部屋が

あります。

に こ に こ 赤 ち ゃ ん
午前９時30分～11時30分
対象：ねんね・赤ちゃんの親子
　　　マタニティの方もどうぞ
　園庭および室内で好きな遊び
を楽しんでください。小さいか
らこその大変さをお母さん同
士、分かち合ってください。

年齢別のサークル
午前９時30分～11時30分
対象：未就園の親子
　すくすく・よちよち・ねんね・赤
ちゃんと年齢で分かれて活動する日。
内容は季節や年齢に合わせた（製作や
戸外活動・歌・手遊び・育児情報交換
など）を取り入れています。

に こ に こ 広 場 （*^_^*）
午前９時30分～11時30分
対象：未就園の親子
　みんなであいさつを済ませて
から園庭および室内で好きな遊
びを楽しんでください。最後に
保育士の紙芝居や絵本の読み聞
かせなどもあります。

し ゃ べ ラ ン チ
午前９時30分～午後０時30分
対象：未就園の親子
　にこにこ広場に遊びに来ながらそ
の後で、持ってきたお弁当を食べて
も良い日です。おしゃべりしながら
のランチも楽しいですよ。

こんにちは

とね子育て支援センター

です

 

すっきりサロンへどうぞ 
午前９時30分～11時30分
○引っ越ししてきたばかりで、まだ

お友達がいない親子の方
○昼間お子さんやお孫さんと２人き

りで過ごされているお母さんや、
おばあちゃん

○ちょっと話をしたい、話を聞いて
欲しいという親子の方など、思い
切って一度出掛けてみませんか？
おしゃべりしてすっきりして帰っ
てください。お待ちしています。
お気軽にどうぞ

年齢別サークルの対象年齢
４さいくらぶ：すくすく以上で未就園のお子さん
すくすく：平成 24 年４月～平成 25 年３月生まれ
よちよち：平成 25 年４月～平成 26 年３月生まれ
ね ん ね：平成 26 年４月～平成 27 年３月生まれ
赤ちゃん：平成 27 年 4 月生まれから
＊マタニティさんは、赤ちゃんの日やねんねの

日に遊びに来てお母さんたちや小さいお子さ
んたちとふれあってください。

　夏本番！子どもたちの大好きな
プールや水遊びが始まりますね。
今年はどんな姿を見せてくれるの
かな…？

とね子育て支援センターの
看板ができました !!

　利根町在住の中
なか

村
むら

寿
とし

生
お

さんと、
子育て中のお母さんへ向けた新聞、
月刊「おおきく」を発行している
晃
あき

子
こ

さんご夫妻による手作りの看
板が完成し、2 人に取り付けも行っ
てもらいました。木彫りのぬくも
りある素敵な看板ができあがりま
したので、ぜひ皆さん見に来てく
ださい。

お手伝いしていただきました
　サークルなどで使用する
物をお母さんたちに一緒に、
作っていただきました。役場
に置いてある手紙の中の折り
紙の作品もその一つです。
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町の話題

△

ク
イ
ズ
に
正
解
し
、
喜
ぶ
園
児

△左から川部さん、木村さん、遠山町長、岡本さん△準優勝と健闘した根本さん

保
育
園
児

火
災
に
つ
い
て

学
ぶ

春
の
叙
勲

春
の
叙
勲

春
の
叙
勲

　

町
内
か
ら
次
の
方
々
が
受
章

さ
れ
ま
し
た
。

◇
旭
日
双
光
章
◇

　
岩い

わ

佐さ

　
康こ

う

三ぞ
う

さ
ん（

布
川
）

　

元
利
根
町
議
会
議
員

◇
瑞
宝
単
光
章
◇

　
墨す

み

江え

　
利と

し

昭あ
き

さ
ん（

布
川
）

　

元
警
視
庁
警
部

　
野の

口ぐ
ち

　
泰や

す

市い
ち

さ
ん（

布
川
）

元
東
京
ガ
ス
南
部
導
管
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
保
全
照

会
工
事
グ
ル
ー
プ
保
全
チ
ー
ム

リ
ー
ダ
ー

　
横よ

こ

山や
ま

　
秀ひ

で

男お

さ
ん

（
も
え
ぎ
野
台
）

元
茨
城
県
警
部
補

　

５
月
11
日（
月
）、
東
文
間

保
育
園
（
大お

お

竹た
け

正ま
さ

人と

園
長
）
に

お
い
て
、
防
火
教
室
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

防
火
予
防
の
啓
発
活
動
の
一

環
で
、
利
根
町
女
性
消
防
団
員

が
毎
年
幼
稚
園
・
保
育
園
な
ど

を
訪
問
し
、
教
室
を
開
催
し
て

い
ま
す
。今
回
子
ど
も
た
ち
は
、

紙
芝
居
や
お
手
製
の
パ
ネ
ル
な

ど
を
使
っ
た
ク
イ
ズ
方
式
に
よ

り
、
正
し
い
火
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

　

ま
た
、
火
事
に
な
っ
た
時
、

煙
か
ら
身
を
守
る
た
め
の
方
法

も
併
せ
て
体
験
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
「
子
ど
も
だ
け
で
火

遊
び
を
絶
対
し
な
い
。
火
事
を

見
つ
け
た
ら
大
人
の
人
に
大
き

な
声
で
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」

と
女
性
消
防
団
員
か
ら
園
児
に

お
願
い
が
あ
り
、
園
児
か
ら
大

き
な
声
で
「
は
い
」
と
返
事
が

返
さ
れ
ま
し
た
。

　

利
根
町
女
性
消
防
団
員
は
、

防
火
啓
発
活
動
・
利
根
町
消
防

団
活
動
で
も
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
お
り
ま
す
。

　

日
本
赤
十
字
社
奉
仕
団
員
と

し
て
15
年
も
の
長
き
に
わ
た
り

活
動
さ
れ
て
き
た
功
労
に
対

し
、
岡お

か

本も
と

み
ち
さ
ん
、
川か

わ

部べ

チ

ヅ
子
さ
ん
、
木き

村む
ら

邦く
に

子こ

さ
ん
の

３
名
が
、
日
本
赤
十
字
社
茨
城

県
支
部
利
根
町
分
区
長
で
あ
る

利
根
町
長
よ
り「
銀
色
有
功
章
」

を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　

４
月
18
日（
土
）・
19
日（
日
）

東
京
都
江
東
区
の
「
辰
巳
の
森

海
浜
公
園
」
に
お
い
て
、
第
26

回
東
京
オ
ー
プ
ン
デ
ィ
ス
ク
ゴ

ル
フ
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
当
日
は
、
プ
ロ
・

ア
マ
合
わ
せ
て
81
名
が
参
加
、

利
根
町
か
ら
60
歳
以
上
の
シ
ニ

ア
部
門
に
根ね

本も
と

敏と
し

明あ
き

さ
ん
（
布

川
）
が
出
場
し
、
１
打
差
で
優

勝
を
逃
し
、
準
優
勝
と
健
闘
し

ま
し
た
。

　

根
本
さ
ん
は
、
７
月
に
宇
都

宮
市
で
行
わ
れ
る
関
東
オ
ー
プ

ン
デ
ィ
ス
ク
ゴ
ル
フ
ト
ー
ナ
メ

デ
ィ
ス
ク
ゴ
ル
フ
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
で
利
根
町
の

根
本
さ
ん
健
闘

日
本
赤
十
字
社　

銀
色
有
功
章
受
賞

ン
ト
に
向
け
、
日
々
練
習
に
励

ん
で
お
り
ま
す
。
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△

真
剣
に
交
通
ル
ー
ル
を
学
ぶ
子
ど
も

た
ち

△

ド
ラ
イ
バ
ー
に
交
通
安
全
を
呼
び
掛

け
る
交
通
安
全
指
導
隊

△試合前の始球式

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
で

交
流
深
め
る

－

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
が

開
催
さ
れ
る

－

　

５
月
13
日（
水
）、
利
根
町

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
ゲ
ー
ト

ボ
ー
ル
場
に
お
い
て
、
利
根
町

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
主
催
に
よ

る
「
第
34
回
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大

会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
大
会
は
「
ゲ
ー
ト
ボ
ー

ル
が
初
め
て
の
方
で
も
楽
し
く

参
加
で
き
る
よ
う
に
」
を
合
言

葉
に
町
内
の
各
老
人
ク
ラ
ブ
に

　

５
月
22
日（
金
）、
文
間
小

学
校
（
藤
岡
洋
子
校
長
）
に
お

い
て
、
１
年
生
か
ら
６
年
生

２
０
７
人
が
参
加
し
、
交
通
事

故
防
止
の
た
め
の
交
通
ル
ー

ル
・
マ
ナ
ー
を
学
ぶ
交
通
安
全

教
室
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
体
育
館
に
模
擬
道
路
が

作
ら
れ
、
交
差
点
に
は
信
号
機

も
設
置
さ
れ
た
会
場
で
、
取
手

地
区
交
通
安
全
協
会
の
指
導
員

と
利
根
町
交
通
安
全
指
導
隊
の

方
々
に
交
通
安
全
の
お
話
し
や

実
際
に
横
断
歩
道
の
渡
り
方
、

自
転
車
の
正
し
い
乗
り
方
に
つ

い
て
指
導
を
受
け
ま
し
た
。
子

ど
も
た
ち
は
、
真
剣
に
話
を
聞

き
実
践
し
て
い
ま
し
た
。

　

取
手
地
区
交
通
安
全
協
会
の

指
導
員
の
方
か
ら
「
交
差
点
で

は
、
止
ま
る
、
見
る
、
待
つ
を

必
ず
守
っ
て
く
だ
さ
い
。
青
信

号
で
も
絶
対
に
安
全
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
自
分
の
目
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
皆
さ
ん

の
命
は
、
自
分
で
守
れ
る
よ
う

に
し
て
、交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、

交
通
事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
」
と
子
ど
も
た

ち
と
交
通
ル
ー
ル
を
守
る
約
束

を
し
ま
し
た
。

　

５
月
20
日（
水
）
に
文
小
学

校
、
５
月
21
日（
木
）
に
布
川

小
学
校
で
も
交
通
安
全
教
室
を

実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

春
の
全
国
交
通
安
全
週
間

（
５
月
11
日
～
20
日
）
で
は
、

５
月
13
日（
水
）、
遠
山
町
長
、

利
根
町
交
通
安
全
指
導
隊
、
取

手
警
察
署
員
が
布
川
栄
橋
交
差

点
で
、
停
止
し
た
車
の
ド
ラ
イ

バ
ー
に
交
通
安
全
を
呼
び
掛
け

る
チ
ラ
シ
や
啓
発
グ
ッ
ズ
を
手

○
利
根
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

で
は
、
誰
も
が
楽
し
め
る
イ

ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
お
り
ま

す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
お
近

く
の
老
人
ク
ラ
ブ
へ
加
入
す

る
こ
と
で
各
種
イ
ベ
ン
ト
に

参
加
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

老
人
ク
ラ
ブ
に
ご
加
入
く
だ

さ
い
。

▽
問
い
合
わ
せ
先　

役
場
福
祉
課

℡
68

－

２
２
１
１

（
内
線
３
４
９
）

加
入
さ
れ
て
い
る
ゲ
ー
ト
ボ
ー

ル
愛
好
者
や
初
心
者
の
10
チ
ー

ム
全
54
名
が
参
加
、
ク
ラ
ブ
間

の
交
流
と
健
康
増
進
を
図
り
ま

し
た
。

　

こ
の
日
は
、
台
風
一
過
の
晴

天
と
な
り
、
参
加
し
た
皆
さ
ん

は
若
々
し
く
コ
ー
ト
内
を
走
り

回
り
元
気
な
プ
レ
ー
で
熱
戦
が

繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

△試合の様子

渡
し
、
安
全
を
呼
び
か
け
ま
し

た
。
ま
た
、
利
根
町
交
通
安
全

母
の
会
と
利
根
町
ネ
ッ
ト
ワ
ー

カ
ー
協
議
会
の
方
々
が
、
早
尾

台
・
羽
根
野
台
団
地
の
お
宅
を

訪
問
し
、
交
通
安
全
を
呼
び
掛

け
ま
し
た
。

命を守るため
子どもたちが
交通安全を学ぶ
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町の話題

中
学
校
体
育
祭
、
小
学
校
運
動
会
開
催
さ
れ
る

　

今
年
は
、
５
月
17
日（
日
）
に
小
学
校
の
運
動
会
が
、
５
月
23
日（
土
）
に
中
学
校
の

体
育
祭
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

各
会
場
の
様
子
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

文間小学校

文小学校 布川小学校

利
根
中
学
校

△元気いっぱいに選手宣誓
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利根町制６０周年記念事業　運動会でいい汗流す
　５月 30 日（土）、利根中学校グラウンドにおいて、第 44 回利根町民運動会が開催されました。
　当日は、晴天に恵まれ、競技には大勢の方が、暑さにも負けず参加し、いい汗を流していました。また、学
校対抗・地区対抗の競技では、応援にも力が入り、熱気を感じた一日でした。

△このジャンプ見て見て見て △お宝拾いでお宝ゲット

△

ベ
テ
ラ
ン
コ
ン
ビ
で
会
場
を

盛
り
上
げ
る
放
送
係
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保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り
℡
（
68
）
８
２
９
１

健
診
結
果
の
相
談
日

ヘ
ル
シ
ー
相
談
の
ご
案
内

　

６
月
９
日（
火
）～
18
日（
木
）

の
特
定
健
診
（
40
歳
～
74
歳
）

を
受
け
た
方
で
、
国
民
健
康
保

険
の
方
の
健
診
結
果
は
次
の
方

法
で
返
却
さ
れ
ま
す
。

①
生
活
習
慣
病
発
症
の
リ
ス
ク

が
あ
る
方
は
、
特
定
保
健
指

導
の
対
象
で
す
。

特
定
保
健
指
導
面
接
日
（
７

月
下
旬
）
の
案
内
が
届
き
ま

す
。
予
約
さ
れ
た
日
に
、
面

接
で
直
接
健
診
結
果
を
お
返

し
い
た
し
ま
す
。

●
保
健
指
導
の
対
象
は
、
次
に

あ
て
は
ま
る
方
で
す
。

●
二
種
混
合
（
ジ
フ
テ
リ
ア
・

破
傷
風
）
ワ
ク
チ
ン

　

二
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
は
、
乳

幼
児
期
に
実
施
し
た
三
種
混
合

に
含
ま
れ
る
、
ジ
フ
テ
リ
ア
・

破
傷
風
の
免
疫
を
更
に
高
め
る

目
的
で
行
わ
れ
る
予
防
接
種
で

す
。

▽
接
種
対
象
年
齢

小
学
校
６
年
生
（
11
歳
か
ら

13
歳
の
誕
生
日
の
前
々
日
ま

で
）

・
接
種
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

早
め
に
受
け
ま
し
ょ
う
。

▽
接
種
方
法（
予
防
接
種
共
通
）

　

医
療
機
関
で
個
別
接
種

▽
注
意
事
項

①
接
種
は
、
事
前
に
予
約
が

必
要
で
す
。

②
母
子
健
康
手
帳
・
予
診
票

を
必
ず
持
参
く
だ
さ
い
。

③
接
種
期
限
を
過
ぎ
る
と
定

期
接
種
と
な
り
ま
せ
ん
。（
任

意
接
種
：
有
料
に
な
り
ま
す
）

▽
問
い
合
わ
せ
先

　

利
根
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

健
康
増
進
係

②
①
に
当
て
は
ま
ら
な
い
方
や

治
療
中
の
方
は
、
７
月
中
旬

に
健
診
結
果
を
郵
送
い
た
し

ま
す
。
結
果
が
気
に
な
る
方

は
、
同
封
の
健
康
教
室
や
ヘ

ル
シ
ー
相
談
等
の
案
内
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

＊
治
療
中
の
方
は
、
医
師
の
指

示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
「
健
診
の
結
果
の
見
方
が
分

か
ら
な
い
」、「
正
常
値
を
超
え

て
い
る
け
ど
、
何
に
気
を
つ
け

れ
ば
い
い
の
？
」
と
い
っ
た
ご

相
談
を
、
管
理
栄
養
士
や
保
健

師
が
お
受
け
い
た
し
ま
す
。

▽
日
時　

７
月
21
日（
火
）、

29
日（
水
）
午
前
９
時
～
午

後
４
時
30
分
、
８
月
６
日

（
木
）
午
前
９
時
～
正
午
（
予

約
制
）

※
相
談
は
お
一
人
30
分
で
す
。

ご
予
約
の
上
、
お
越
し
く
だ
さ

い
。

▽
ご
予
約
・
問
い
合
わ
せ

　

利
根
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

健
康
増
進
係

忘
れ
ず
に
受
け
ま
し
ょ
う
！

●
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン

健
診
結
果
を
見
直
し
、

今
年
も
健
康
増
進
！

腹囲　男 85cm 以上・
　　　女 90㎝以上、
またはＢＭＩ 25 以上

（内臓脂肪の蓄積）

病気を
引き起こす
危険？

血圧・血糖・血中脂質の
数値のいずれか一つ以上
が基準値を超えている方

　

麻
し
ん
風
し
ん
の
予
防
接
種

は
、
２
回
の
接
種
が
定
期
接
種

と
し
て
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

対
象
の
年
齢
に
な
る
方
は
、
忘

れ
ず
に
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
２
期
の
接
種
対
象
の

方
は
平
成
28
年
３
月
31
日（
木
）

ま
で
が
接
種
期
限
で
す
。

●
検
体
容
器
配
布
期
間

７
月
27
日（
月
）
～
９
月
16

日（
水
）
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
（
土･

日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）

●
配
布
場
所
：
利
根
町
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
健
康
増
進
係
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者
：
40
歳
以
上
の
方

●
検
診
料
金
：
５
０
０
円

　
（
検
体
提
出
時
に
徴
収
）

※
日
程
等
詳
細
は
、
検
体
容
器

に
同
封
し
て
お
り
ま
す
。

※
が
ん
検
診
無
料
ク
ー
ポ
ン
券

を
お
持
ち
の
方
は
、
無
料
で
受

診
で
き
ま
す
。

大
腸
が
ん
検
診
に
つ
い
て

※
次
の
方
は
検
診
と
し
て
で
は

な
く
、
各
自
で
医
療
機
関
を
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

１
大
腸
に
関
し
て
、
定
期
的
に

診
察
や
検
査
を
受
け
て
い
る

方
。
ま
た
治
療
中
の
方 

２
大
腸
の
手
術
を
し
た
こ
と
の

あ
る
方

３
大
腸
が
ん
に
な
っ
た
こ
と
の

あ
る
方 

４
大
腸
が
ん
検
診
の
結
果
、
要

精
密
検
査
が
必
要
と
判
断
さ

れ
た
方
で
、
ま
だ
精
密
検
査

を
受
け
て
い
な
い
方

５
自
覚
症
状
の
あ
る
方
（
出
血
・

痛
み
な
ど
）

麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン

時
期
接
種
対
象
年
齢

１
期
１
歳
に
な
る
前
日
～

２
歳
に
な
る
前
々
日
ま
で

２
期
平
成
21
年
４
月
２
日
生
～

平
成
22
年
４
月
１
日
生

予防接種を受けられる町内医療機関
医療機関名 電話番号 接種日（祝日は、休診）

荒木病院 ６８－２５２９ 不定期
鈴木内科医院 ６８－３１００ 木曜日（二種混合接種不可）
早尾台医院 ６８－８９１１ 診療日
利根町国保診療所 ６８－２２３１ 水曜日
もえぎ野台よつば診療所 ８５－５５８１ 診療日
＊町外医療機関で接種を希望する方は、利根町保健福祉センターへお問

い合わせください。

大
腸
が
ん
検
診

検
体
容
器
の

配
布
が
始
ま

り
ま
す



平成 27 年７月（№ 616）25

健 診 ・ 相 談 な ど

名　　称 日　　程 受　付　時　間 予　約　方　法 場所

各

種

相

談

日

育児相談 ８月12日（水） 午前10時～11時
全乳幼児対象。各相談は当日の受付順
ワイワイサロンも同時開催 利

根
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

ヘルシー相談
７月21日（火）
７月29日（水）
８月 ６日（木）

午前9時～午後4時30分の
うちの予約した時間
※8月6日は、正午まで

血圧測定　管理栄養士・保健師による相談
前日までに予約

口腔相談 ７月15日（水）
午前9時30分～午後2時30
分のうちの予約した時間

歯科衛生士による口腔機能相談
前日までに予約

もの忘れ相談 ７月28日（火）
午後1時～3時30分のうち
の予約した時間

もの忘れの気になる方等の相談
前日までに予約

精神相談
７月14日（火）
８月11日（火）

午後1時30分～3時のうち
の予約した時間

専門職による相談
１週間前までに予約　

名　　称 内　　容 日　　程 受 付 時 間 場所・問い合わせ先

ワイワイサロン 乳幼児親子の遊び場 ８月12日（水）
午前10時～
11時

利根町保健福祉センター

サロン・ド・い
ちょう

こころの健康づく
り・居場所

７月16日（木）
午後1時30分
～3時30分

場所：利根町保健福祉センター
（初めて参加する方はご連絡ください）
問い合わせ先：利根いちょうの会
市村　℡68-4035

　

陽
当
た
り
良
好
・
見
晴
ら
し

良
好
の
利
根
町
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
の
２
階
小
和
室
を
開
放
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
サ
ン
ル
ー
ム
と
ね
」

で
は
、
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
方
に
よ
り
「
交
流
の
場
」
を

住
民
の
方
へ
提
供
で
き
る
よ
う

開
催
し
て
い
ま
す
。

　

一
人
で
も
・
誰
で
も
・
い
つ

で
も
お
気
軽
に
参
加
で
き
る
居

場
所
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
町
の
巡
回
バ
ス
（
福
ち
ゃ

ん
ゴ
ー
）
を
利
用
し
て
、
ぜ
ひ

一
度
来
て
み
て
く
だ
さ
い
。

◎
参
加
で
き
る
方

・
日
常
生
活
が
自
立
さ
れ
て
い

る
方

・
60
歳
以
上
の
方
お
よ
び
障
害

の
あ
る
方
。

◎
参
加
費

無
料
（
材
料
費
・
お
茶
菓
子

代
等
は
、
実
費
負
担
も
あ
り

ま
す
。）

◎
現
在
活
動
し
て
い
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
は
、
下
記
の

表
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
予
約
受
付
期
間

７
月
30
日（
木
）
～
８
月
７

日（
金
）
午
前
８
時
45
分
～

正
午
、午
後
１
時
～
５
時（
土

･

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

●
予
約
方
法

電
話
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

利
根
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

℡
68

－

８
２
９
１

●
対
象
者
：
40
歳
以
上
の
方

●
検
診
料
金
：
１
４
０
０
円

※
生
活
保
護
世
帯
の
方
の
検
診

料
は
免
除
と
な
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
利
根
町
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

グループ名 開催日 時　　間 内　　容

歌声喫茶「カンナ」 第２・４月曜日 午後２時～３時 30 分 参加者の皆さんで懐かしい歌を歌います。
お楽しみ喫茶もあります。

編み物「ゆうの会」 第１・３木曜日 午前 10 時～午後３時 自分のペースで編み物をしながら交流を
楽しむ場です。

すずらんの会 第 １・ ２・ ３・
４水曜日 午前 10 時～午後３時 ゲームや簡単な手工芸を行ない、楽しみな

がら交流の輪を深める場です。
ハーモニカと歌おう

「ビバーチェ」 第１火曜日 午後１時 30 分～３時 ハーモニカの演奏に合わせ、参加者の皆さ
んと一緒に楽しく歌を歌います。

「
サ
ン
ル
ー
ム
と
ね
」

参
加
者
募
集
中
！

胃がん検診日程
日　　程 会　　場

９月３日㈭・４日㈮・６日㈰ 利根町保健福祉センター
９月７日㈪・８日㈫・９日㈬ 利根町民すこやか交流センター
９月 10 日㈭ 利根町生涯学習センター
９月 11 日㈮ 利根町保健福祉センター

〈受付時間〉①午前 7 時～７時 30 分
②午前８時～８時 30 分
③午前９時～９時 30 分

胃
が
ん
検
診
の

予
約
が
始
ま
り
ま
す
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龍
ケ
崎
市
・
稲
敷
市
・
河
内
町
・

そ
の
他
▽
主
催
：
龍
ケ
崎
地
方

家
族
会
（
ピ
ア
・
か
た
つ
む
り
）

問
龍
ケ
崎
地
方
家
族
会
会
長　

長
瀬
☎
０
９
０

－

５
４
２
５

－

２
２
３
６

『
介
護
者
の
つ
ど
い
』

の
ご
案
内

　
『
介
護
者
の
つ
ど
い
』
は
、

介
護
者
同
士
が
集
ま
り
、
毎
月

第
３
水
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま

す
。
座
談
会
や
食
事
会
等
を
通

し
て
介
護
者
同
士
が
情
報
交
換

を
行
い
、
お
互
い
の
交
流
を

図
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
利
根

町
社
会
福
祉
協
議
会
と
の
共
催

で
日
帰
り
旅
行
や
新
年
会
な
ど

の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
企
画
も
あ
り

ま
す
の
で
気
軽
に
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

　

開
催
日
、
場
所
、
内
容
な
ど

毎
月
の
予
定
は
「
広
報
と
ね
」

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
日
時
：
７
月
15
日（
水
）
午

後
１
時
30
分
～
３
時
30
分
▽
場

所
：
利
根
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ

ー
▽
内
容
：
座
談
会
▽
申
し
込

み
：
不
要
▽
参
加
費
：
無
料

問
役
場
福
祉
課　

介
護
予
防
係

☎
68

－

２
２
１
１
（
内
線
３
４

３
）

26

１
時
～
３
時
▽
会
場
：
龍
ケ
崎

市
市
街
地
活
力
セ
ン
タ
ー
「
ま

い
ん
」
２
階
▽
相
談
内
容
：
相

続
、
遺
言
、
農
地
転
用
、
入
国

管
理
各
種
許
可
申
請
手
続
ほ
か

▽
相
談
員
：
行
政
書
士
数
名

問
佐
川
☎
０
２
９
７

－

６
６

－

２
２
４
３

も
え
ぎ
野
台
よ
つ
ば
診
療
所

医
療
・
介
護
無
料
相
談

▽
日
時
：
８
月
８
日（
土
）
午

前
10
時
～
午
後
５
時
▽
場
所
：

も
え
ぎ
野
台
よ
つ
ば
診
療
所
▽

内
容
：
医
療
、
介
護
に
関
す
る

こ
と
▽
相
談
員
：
薬
剤
師
・
看

護
師
・
レ
ン
ト
ゲ
ン
技
師
・
介

護
支
援
相
談
員
等
（
医
師
に
よ

る
相
談
は
、有
料
と
な
り
ま
す
）

▽
そ
の
他
：
相
談
は
、
予
約
制

申
・
問
も
え
ぎ
野
台
よ
つ
ば
診

療
所
☎
85

－

５
５
８
１

茨
城
県
竜
ケ
崎
保
健
所

精
神
保
健
相
談
の
お
知
ら
せ

▽
日
時
：
７
月
21
日（
火
）
午

後
２
時
～
４
時
、
８
月
５
日

（
水
）
午
後
３
時
～
５
時
▽
場

所
：
茨
城
県
竜
ケ
崎
保
健
所

１
階
相
談
室
（
龍
ケ
崎
市
２
９

８
３

－

１
）
▽
対
象
者
：
精
神

症
状
の
あ
る
患
者
の
家
族
、
本

人
▽
相
談
員
：
医
師
お
よ
び
保

健
師
▽
そ
の
他
：
予
約
制

な
ど
を
理
由
と
す
る
解
雇
・
雇

い
止
め
・
降
格
な
ど
の
不
利
益

な
取
り
扱
い
（
い
わ
ゆ
る
「
マ

タ
ニ
テ
ィ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」、

「
マ
タ
ハ
ラ
」）
は
男
女
雇
用
機

会
均
等
法
お
よ
び
育
児
・
介
護

休
業
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ご
相
談
は
、
茨
城
労
働
局
雇

用
均
等
室
☎
０
２
９

－

２
２
４

－

６
２
８
８
）
ま
で

龍
ケ
崎
地
方
家
族
会

（
ピ
ア
・
か
た
つ
む
り
）

定
例
会
の
お
知
ら
せ

　

ピ
ア
・
か
た
つ
む
り
で
は
、

精
神
障
害
の
当
事
者
を
持
つ
保

護
者
や
兄
弟
が
集
ま
り
、
毎
月

第
１
土
曜
日
に
「
家
族
を
支
え

る
会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
会
は
、
家
族
や
親
族
だ

け
が
参
加
で
き
る
会
で
、
専
門

家
を
講
師
に
迎
え
、
病
気
や
福

祉
制
度
に
つ
い
て
の
勉
強
の
ほ

か
、
安
心
し
て
悩
み
を
話
し
合

い
、
多
く
の
参
考
意
見
が
聞
け

る
場
で
す
。
参
加
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。
事
前
申
し
込
み
不

要
、
開
催
日
、
場
所
に
つ
い
て

は
「
広
報
と
ね
」
で
随
時
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

▽
日
時
：
８
月
１
日（
土
）
午

後
１
時
30
分
～
３
時
30
分
▽
場

所
：
稲
敷
市
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ

ー
（
稲
敷
市
伊
佐
津
３
２
３
９

－

１
）
▽
対
象
地
区
：
利
根
町
・

申
・
問
茨
城
県
竜
ケ
崎
保
健
所

保
健
指
導
課
☎
０
２
９
７

－

６

２

－

２
３
６
７

登
記
相
談
の
事
前
予
約

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

　

水
戸
地
方
法
務
局
で
は
、
登

記
に
関
す
る
相
談
を
事
前
予
約

に
よ
り
お
受
け
す
る
サ
ー
ビ
ス

を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
登
記
相
談
が

重
複
し
た
際
、
皆
さ
ま
に
待
ち

時
間
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し

た
が
、
事
前
予
約
サ
ー
ビ
ス
の

実
施
に
よ
り
、
待
ち
時
間
が
解

消
さ
れ
、
利
用
し
や
す
く
な
り

ま
す
。

　

な
お
、
数
多
く
の
相
談
を
お

受
け
す
る
た
め
、相
談
時
間
は
、

一
人
20
分
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
願
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
最

寄
り
の
法
務
局
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

予
約
・
問
水
戸
地
方
務
局
龍
ケ

崎
支
局
☎
０
２
９
７

－

６
２

－

０
２
２
５

ス
ト
ッ
プ
！
マ
タ
ハ
ラ

「
妊
娠
し
た
ら
解
雇
」、「
育
休

取
得
者
は
と
り
あ
え
ず
降
格
」

は
違
法
で
す

　

妊
娠
・
出
産
・
産
休
・
育
休

無
料
法
律
相
談

の
お
知
ら
せ

▽
日
時
：
８
月
３
日（
月
）午
前

９
時
～
午
後
１
時
▽
相
談
内
容
：

借
金
問
題
、
離
婚
、
相
続
・
贈

与
の
問
題
、
土
地（
借
地
）・
建

物
の
ト
ラ
ブ
ル
、
境
界
争
い
、

夫
婦
・
親
子
な
ど
家
庭
内
の
問

題
、
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、

セ
ク
ハ
ラ
、
Ｄ
Ｖ
問
題
、
交

通
事
故
な
ど
で
お
困
り
の
方
の

相
談
▽
相
談
受
付
件
数
：
12
件

ま
で（
一
人
20
分
程
度
）▽
相
談

員
：
町
で
委
託
の
弁
護
士
▽
申

し
込
み
方
法
：
相
談
日
前
日
ま

で
の
電
話
予
約
と
し
ま
す
。
た

だ
し
、
当
日
空
き
が
あ
る
場
合

は
、
当
日
で
も
受
け
付
け
い
た

し
ま
す
。

問
役
場
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

☎
68

－

２
２
１
１（
内
線
３
３
３
）

行
政
書
士

無
料
相
談
会

　

事
前
予
約
は
不
要
で
す
。

▽
日
時
：
８
月
９
日（
日
）午
後

お
知
ら
せ
！　

募
集
情
報

お
知
ら
せ
！　

募
集
情
報

お
知
ら
せ
！　

募
集
情
報

こ
の
コ
ー
ナ
ー
の
各
項
目

は
、
次
の
よ
う
に
省
略
し
て

い
ま
す
。　
…
申
し
込
み
先
、

　 

…
問
い
合
わ
せ
先

問

申
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l

）
ま
た
は
、
裁
判
所
で

配
布
し
て
い
る
受
験
案
内
を
ご

覧
く
だ
さ
い
▽
第
１
次
試
験

日
：
９
月
13
日（
日
）
▽
第
１

次
試
験
種
目
：
基
礎
能
力
試
験

（
多
肢
選
択
式
）、
作
文
試
験
▽

第
２
次
試
験
日
：
10
月
中
旬
～

10
下
旬
▽
第
２
次
試
験
種
目
：

人
物
試
験
（
個
人
面
接
）

問
水
戸
地
方
裁
判
所
事
務
局　

総
務
課
人
事
第
一
係
☎
０
２
９

－

２
２
４

－

８
４
２
１

大
平
野
生
植
物
園

ヤ
マ
ユ
リ
祭
り
開
催

　

利
根
町
大
平
地
区
に
あ
る
大

平
野
生
植
物
園
で
、
ヤ
マ
ユ
リ

祭
り
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
園

で
は
、
５
０
０
株
の
ヤ
マ
ユ
リ

の
花
が
皆
さ
ま
の
お
越
し
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▽
日
時
：
７
月
11
日（
土
）
～

13
日（
月
）
午
前
９
時
～
午
後

５
時
▽
場
所
：
大
平
野
生
植
物

園（
利
根
町
大
平
４
６
２

－

１
）

▽
入
園
料
：
無
料
▽
そ
の
他
：

自
然
の
山
を
利
用
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
運
動
靴
な
ど
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
駐
車
場

は
６
台
ほ
ど
用
意
し
て
お
り
ま

す
。

　

大
平
野
生
植
物
園
で
は
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
主
な
内
容
は
、
園
内
施
設

の
維
持
管
理
・
植
物
の
管
理
で

〝
利
根
町
を
知
ろ
う
”

交
流
会
参
加
者
募
集

　

利
根
町
国
際
交
流
会
で
は

ウ
ェ
ル
ネ
ス
ス
ポ
ー
ツ
大
学
留

学
生
を
対
象
に
“
利
根
町
を
知

ろ
う
”交
流
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

ス
リ
ラ
ン
カ
や
ベ
ト
ナ
ム
な

ど
か
ら
の
留
学
生
に
利
根
町
の

魅
力
な
ど
を
紹
介
し
、
交
流
を

深
め
る
も
の
で
す
。

　

皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。参
加
希
望
は
、

事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
日
時
：
９
月
９
日（
水
）
午

前
10
時
～
午
後
１
時
▽
場
所
：

役
場　

１
階
多
目
的
ホ
ー
ル
・

イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル

申
・
問
石
橋
☎
０
９
０

－

７
２

３
９

－

０
７
１
６　

山
口
☎
68

－

７
６
２
２　

渋し
ぶ

江え

☎
０
９
０

－

２
４
７
２

－

０
３
１
６

裁
判
所
職
員
一
般
職
試
験

（
裁
判
所
事
務
官
、
高
卒
者

区
分
）
の
お
知
ら
せ

▽
受
付
期
間
：
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト　

７
月
14
日（
火
）（
午
前

10
時
）
～
23
日（
木
）
ま
で
。

郵
送　

７
月
14
日（
火
）
～
17

日（
金
）（
７
月
17
日
消
印
有
効
）

※
郵
送
で
の
申
込
書
は
、
必
ず

簡
易
書
留
郵
便
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
▽
受
験
案
内
：
裁
判
所

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w

.courts.go.jp/saiyo/index

後
１
時
30
分
～
３
時
（
開
場　

午
後
１
時
～
▽
場
所
：
牛
久
市

エ
ス
カ
ー
ド
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
・
エ
ス
カ
ー
ド
ホ
ー
ル（
牛

久
市
牛
久
町
２
８
０
牛
久
駅
西

口
駅
前
エ
ス
カ
ー
ド
牛
久
4

階
）
▽
内
容
：
多
く
の
児
童
・

教
員
が
犠
牲
に
な
っ
た
あ
の
日
。

校
庭
で
お
き
た
こ
と
、
そ
し
て

小
さ
な
命
の
意
味
を
無
駄
に
せ

ず
、
親
と
し
て
、
教
師
と
し
て

考
え
て
き
た
こ
と
を
お
話
し
ま

す
▽
講
師
：
佐
藤
敏と

し

郎ろ
う

氏
（「
小

さ
な
命
の
意
味
を
考
え
る
会
」

代
表
）
▽
定
員
：
２
５
０
名
▽

入
場
：
無
料
・
要
事
前
予
約

申
・
問
茨
城
県
県
南
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
☎
０
２
９

－
８
２
６

－

１
１
０
１

戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友

好
親
善
事
業
の
参
加
者
募
集

　

先
の
大
戦
で
父
等
を
亡
く
し

た
戦
没
者
の
遺
児
を
対
象
と
し

て
、
父
等
の
戦
没
し
た
旧
戦
域

を
訪
れ
、
慰
霊
追
悼
を
行
う
と

と
も
に
、
同
地
域
の
住
民
と
友

好
親
善
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
事
業
の
参
加
者
を
募
集
い

た
し
ま
す
。

　

費
用
は
、
参
加
費
と
し
て

10
万
円
。
５
年
を
経
過
し
た
方

は
（
平
成
21
年
以
前
参
加
者
）

２
回
目
の
応
募
が
で
き
ま
す
。

（
終
戦
70
年
記
念
洋
上
慰
霊
に

平
成
27
年
度

甲
種
防
火
管
理
者
新
規
講
習

の
お
知
ら
せ

○
講
習
会

▽
日
時
：
９
月
２
日（
水
）・
３

日（
木
）
両
日
と
も
午
前
９
時

～
午
後
４
時
30
分
▽
場
所
：
龍

ケ
崎
市
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル

（
龍
ケ
崎
市
馴
馬
町
２
６
１
２
）

▽
定
員
：
１
０
０
名
▽
そ
の
他
：

講
習
は
２
日
間
で
す
。

○
受
講
申
し
込
み

▽
受
付
日
：
８
月
３
日（
月
）

午
前
８
時
30
分
か
ら（
先
着
順
）

▽
受
付
場
所
：
龍
ケ
崎
消
防
署

（
龍
ケ
崎
市
光
順
田
１
７
５
９
）

・
い
な
ほ
消
防
署
（
稲
敷
市
犬

塚
１
５
７
０

－

２
）・
阿
見
消

防
署
（
阿
見
町
若
栗
３
３
３
７
）

▽
受
講
料
：
５
５
８
０
円
（
テ

キ
ス
ト
代
）

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
稲
敷
地

方
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
消

防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
利
根
消
防
署
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
利
根
消
防
署
☎
68

－
３
７
５

５
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援

講
演
会
開
催
の
お
知
ら
せ

「
大
川
小
学
校
の
校
庭
か
ら
学

ぶ
～
あ
の
日
か
ら
考
え
て
い
る

こ
と
～
」

▽
日
時
：
８
月
１
日（
土
）
午

つ
い
て
は
、
５
年
を
経
過
し
て

い
な
く
て
も
応
募
が
可
能
。
た

だ
し
、
前
回
洋
上
慰
霊
参
加
者

は
、
応
募
で
き
ま
せ
ん
）

　

日
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

日
本
遺
族
会
事
務
局
☎
０
３

－

３
２
６
１

－

５
５
２
１
ま
で

お
申
し
込
み
は
、
茨
城
県
遺
族

連
合
会
☎
０
２
９

－

２
２
１

－

４
０
０
２

人
工
肛
門
、
人
工
ぼ
う
こ
う

の
方
の
勉
強
会
の
お
知
ら
せ

▽
日
時
：
８
月
２
日（
日
）
午

前
10
時
～
午
後
２
時
30
分
ま
で

▽
場
所
：
牛
久
市
中
央
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー
（
牛
久
市
柏
田
町

１
６
０
６

－

１
）（
駐
車
場
あ

り
）
Ｊ
Ｒ
牛
久
駅
東
口
か
ら
バ

ス
（
か
っ
ぱ
号　

運
動
公
園

ル
ー
ト
）
▽
会
費
：
１
０
０
０

円
（
弁
当
、
お
茶
、
資
料
代
）

▽
内
容
：
専
門
看
護
師
か
ら
日

常
生
活
で
の
基
本
的
な
手
当
の

説
明
。
事
例
に
よ
る
具
体
的
指

導
。
装
具
の
展
示
、
説
明
、
他
。

質
問
、
相
談
可
▽
申
込
締
め
切

り
日
：
７
月
27
日（
月
）
▽
主

催
：（
公
社
）
日
本
オ
ス
ト
ミ
ー

協
会
茨
城
県
支
部

申
・
問
（
公
社
）
日
本
オ
ス
ト

ミ
ー
協
会
茨
城
県
支
部　

山
之

内
☎
０
２
９
７

－

６
２

－

７
４

６
３

27

募集情報お知らせ！

   

   

   

   

      

   



平成 27 年７月（№ 616）

夏
休
み
映
画
会

「
メ
ア
リ
ー
と
秘
密
の
王
国
」

　

文
部
科
学
省
推
奨
作
品　

全

国
子
ど
も
会
連
合
会
推
奨
作
品

（
２
０
１
４
年　

ア
メ
リ
カ
）

▽
日
時
：
８
月
１
日（
土
）
午

後
１
時
か
ら
▽
場
所
：
利
根
町

図
書
館　

２
階
多
目
的
ホ
ー
ル

▽
入
場
料
：
無
料

夏
休
み

こ
ど
も
図
書
館
ま
つ
り

「
こ
わ
い
お
は
な
し
」

▽
日
時
：
７
月
30
日（
木
）
午

後
１
時
～
４
時
30
分
▽
場
所
：

利
根
町
図
書
館　

２
階
多
目
的

ホ
ー
ル
▽
内
容
：
ち
ょ
っ
と
怖

い
話　

午
後
１
時
～
２
時
30

分
、
怖
い
工
作　

午
後
２
時
30

分
～
３
時
、
す
ご
く
怖
い
話

午
後
３
時
～
４
時
30
分
▽
対
象
：

幼
児
か
ら
小
学
生
▽
参
加
費
：

無
料
▽
主
催
：
利
根
町
図
書
館
・

ち
い
さ
い
お
う
ち

問
利
根
町
図
書
館
☎
68

－

８
８

６
８

28

す
。

問
大
平
野
生
植
物
園　

石
田
☎

68

－

７
６
６
１

は
ち
み
つ
搾
り
体
験
参
加
者

募
集

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
ね
で
は
、
普

段
経
験
の
で
き
な
い
は
ち
み
つ

搾
り
の
体
験
を
計
画
い
た
し
ま

し
た
。
皆
さ
ま
の
参
加
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。

▽
日
時
：
７
月
20
日（
祝
日
）

午
前
10
時
～　

受
け
付
け
午
前

９
時
30
分
～
▽
場
所
：
利
根
フ

レ
ッ
シ
ュ
タ
ウ
ン
自
治
会
館

（
布
川
６
１
８

－

６
７
）
▽
参

加
費
：
１
５
０
０
円
（
ド
リ
ン

ク
、
１
０
０
ｇ
の
は
ち
み
つ
の

お
土
産
付
）
▽
申
し
込
み
：
７

月
19
日（
日
）
ま
で
▽
そ
の
他
：

は
ち
み
つ
を
入
れ
る
瓶
を
お
持

ち
く
だ
さ
い

申
・
問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
ね　

理

事
長　

花
嶋
み
き
お
☎
０
９
０

－

３
２
４
３

－

５
６
４
５

航
空
科
学
博
物
館

イ
ベ
ン
ト
案
内

や
さ
し
い
航
空
の
は
な
し

｢

パ
イ
ロ
ッ
ト
の
は
な
し｣

　

航
空
機
の
運
航
に
お
い
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
パ

イ
ロ
ッ
ト
の
講
演
会
で
す
。
業

務
内
容
の
み
な
ら
ず
パ
イ
ロ
ッ

ト
な
ら
で
は
の
さ
ま
ざ
ま
な
体

験
談
が
聞
け
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

▽
日
時
：
７
月
26
日（
日
）
午

後
１
時
～
▽
場
所
：
航
空
科
学

博
物
館　

１
階
多
目
的
ホ
ー
ル

▽
費
用
：
入
館
料
の
み

※
夏
休
み
は
、
無
休
で
す
（
７

月
14
日
～
８
月
31
日
ま
で
）

▽
開
館
時
間
：
午
前
10
時
～
午

後
５
時
（
入
館
締
め
切
り
、
午

後
４
時
30
分
）
▽
入
館
料
：
大

人　

５
０
０
円
、
中
高
生　

３

０
０
円
、
４
歳
以
上
～
小
学
生

２
０
０
円　

問
航
空
科
学
博
物
館
（
千
葉
県

山
武
郡
芝
山
町
岩
山
１
１
１

－

３
）
☎
０
４
７
９

－
７
８

－

０

５
５
７

図
書
館
映
画
会

「
王
女
メ
デ
ィ
ア
」

（
１
９
６
９
年　

イ
タ
リ
ア
）

▽
日
時
：
７
月
25
日（
土
）

午
後
１
時
～
▽
場
所
：
利
根
町

図
書
館　

２
階
多
目
的
ホ
ー
ル

▽
入
場
料
：
無
料

募集情報お知らせ！

      

利
根
町
図
書
館

だ
よ
り

稲
敷
広
域
消
防

吏
員
募
集

献
血
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

●
職
種

　

消
防
吏
員
（
地
方
公
務
員
）

●
採
用
予
定
人
数　

10
名
程
度

●
採
用
期
日

　

平
成
28
年
４
月
１
日

●
試
験
日　

　

９
月
20
日（
日
）

●
試
験
会
場

龍
ケ
崎
消
防
署
会
議
室
（
予

定
）（
龍
ケ
崎
市
光
順
田
１

７
５
９

●
受
付
期
間

７
月
27
日（
月
）
～
８
月
28

日（
金
）

●
受
付
場
所

稲
敷
広
域
消
防
本
部　

総
務

課
（
龍
ケ
崎
市
３
５
７
１
番

地
の
１
）
℡
０
２
９
７

－

６

４

－

３
７
４
３

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
稲
敷
地

方
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
稲
敷

広
域
消
防
本
部　

総
務
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

献
血
は
、
健
康
な
人
だ
け
が

で
き
る
大
き
な
助
け
合
い
で
す
。

　

今
回
は
、全
血
献
血（
２
０
０

㎖
・
４
０
０
㎖
）
で
す
。

　

２
０
０
㎖
献
血
は
16
歳
か
ら

69
歳
、
４
０
０
㎖
献
血
は
18
歳

か
ら
69
歳
ま
で
の
方
で
す
（
65

歳
以
上
の
方
は
、
60
歳
か
ら
64

歳
ま
で
に
献
血
経
験
が
あ
る

方
）。

　

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

●
日　

時
：
７
月
14
日（
火
）

　

午
前
10
時
～
正
午

　

午
後
１
時
～
３
時
半

●
場　

所
：
役
場
玄
関
前

●
持
ち
物
：
献
血
カ
ー
ド

※
は
じ
め
て
の
方
は
、
免
許

証
・
健
康
保
険
証
等
身
分
が
証

明
で
き
る
も
の
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

※
当
日
、
食
事
を
摂
ら
れ
て
い

な
い
方
や
、
睡
眠
不
足
な
ど
体

調
不
良
の
方
は
、
献
血
は
で
き

ま
せ
ん
。
体
調
を
整
え
て
か
ら

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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平
成
27
年
度
利
根
町
区
長
会

総
会
が
、
５
月
15
日（
金
）
に

役
場
の
会
議
室
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

総
会
の
前
に
、
遠
山
町
長
か

ら
新
区
長
の
方
々
へ
、
委
嘱
状

が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。
区
長
の

皆
さ
ま
は
、
町
政
の
発
展
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
行
政

と
住
民
と
の
パ
イ
プ
役
と
し
て

ご
尽
力
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
役
員
の
改
選
も
行
わ

れ
、
利
根
町
区
長
会
長
に
、
利

根
フ
レ
ッ
シ
ュ
タ
ウ
ン
区
長
の

渡わ
た

邉な
べ

亮り
ょ
う

一い
ち

氏
が
就
任
さ
れ
ま
し

た
。

新
会
長
の
渡
邉
亮
一
氏

　

区
長
は
、
利
根
町
に
お
け
る

住
民
福
祉
の
増
進
や
各
地
域
の

自
治
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て

町
行
政
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
に
設
置
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

各
地
区
か
ら
の
町
政
に
対
す

る
ご
要
望
は
、
区
長
が
取
り
ま

と
め
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、

町
政
に
対
す
る
ご
要
望
は
、
そ

れ
ぞ
れ
お
住
ま
い
の
地
区
の
区

長
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
27
年
度

利
根
町
区
長
会総

会
開
催

地
区
か
ら
の
ご
要
望
は
、
区

長
を
通
じ
て

△

総
会
の
様
子

平 成 2 7 年 度  利 根 町 区 長 会 名 簿
平成27年４月１日現在

文 地 区 布 川 地 区

行　政　区　名 区　　長　　名 行　政　区　名 区　　長　　名

早 　 　 　 　 尾 栗
くり

　原
はら

　洋
よう

　次
じ 押 　 付 　 本 　 田 木

き

　村
むら

　則
のり

　男
お

大 　 　 　 　 平 五
い が ら し

十嵐　辰
たつ

　雄
お 内 　 　 宿 矢

や

　澤
ざわ

　利
とし

　和
かず

横 　 須 　 賀 蓮
はす

　沼
ぬま

　詳
しょう

　次
じ 浜 　 　 宿 須

す

　藤
どう

　直
なお

　也
や

羽 　 根 　 野 戸
と

　松
まつ

　みどり 馬 　 　 場 鈴
すず

　木
き

　功
のり

　朗
お

上 　 曽 　 根 寺
てら

　島
じま

　忠
ただ

　雄
お 谷 　 　 原 吉

よし

　岡
おか

　行
ゆき

　雄
お

下 　 曽 　 根 渡
わた

　邉
なべ

　敏
とし

　雄
お 中 　 　 宿 玉

たま

　村
むら

　幸
こう

　一
いち

下 　 　  　 井 星
ほし

　野
の

　　　修
おさむ 上 　 柳 　 宿 永

なが

　田
た

　晃
こう

　一
いち

押  付  新  田 渡
わた

　邉
なべ

　政
まさ

　夫
お 下 　 柳 　 宿 今

いま

　井
い

　良
よし

　雄
お

中 　 田 　 切 大
おお

　山
やま

　幸
ゆき

　雄
お 布 　 川 　 台 原

はら

　　　俊
とし

　一
いち

羽  根  野  台 安
やす

　田
だ

　喜
き

世
よ

史
し 白 　 鷺 　 の 　 街 関

せき

　口
ぐち

　　　保
たもつ

早 　 尾 　 台 熊
くま

　倉
くら

　　　徹
とおる 八 　 幡 　 台 角

かく

　田
だ

　隆
たか

　彦
ひこ

も え ぎ 野 台 廣
ひろ

　木
き

　富
とみ

　秋
あき 利 根 ニ ュ ー タ ウ ン 經

きょう

　塚
づか

　友
とも

　彌
や

東 文 間 地 区 利根フレッシュタウン 渡
わた

　邉
なべ

　亮
りょう

　一
いち

羽 　 　 中 古
ふる

　田
た

　　　勝
まさる 四 季 の 丘 長

なが

　田
た

　輝
てる

　男
お

福 　 　 木 押
おし

　田
だ

　　　茂
しげる 文 間 地 区

中 　 　 谷 飯
いい

　塚
つか

　義
よし

　夫
お 奥 山 大

おお

　野
の

　政
まさ

　治
はる

立 　 　 崎 杉
すぎ

　山
やま

　利
とし

　之
ゆき 押 戸 杉

すぎ

　山
やま

　清
せい

　一
いち

加 　 納 　 新 　 田 木
き

　村
むら

　全
まさ

　男
お 大 房 坂

さか

　本
もと

　孝
こう

一
いち

郎
ろう

惣 　 新 　 田 勝
かつ

　村
むら

　仁
じん

　一
いち 立 木 森

もり

　河
かわ

　　　洋
ひろし
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伝達手段 内　　　　　容 備　　　考

①広報とね
行政機関等からのお知らせ情報や、暮らしに密着
した記事を毎月とりまとめ、区長を通じ、各家庭
に配布しています。

通常毎月第１金曜日発行

②各戸配布物

長期間保存していただきたいものや情報量が非常
に多いもの、期限の関係で周知が間に合わないも
のなどは配布物として作成し、区長を通じ各家庭
にお届けしています。

（例）町税のしおり、こころ
の健康づくりカレンダー、
社協だより、生涯学習ガイ
ドブック、議会だよりなど

③回覧物

広報紙の発行日や原稿締切日の関係で、周知が間
に合わないなどの理由により目的が達成できない
場合、随時回覧物を作成し、区長を通じ回覧して
います。

（例）放射線量対策関連のお
知らせ、道路工事などに伴
う通行規制のお知らせ、薬
剤散布などのお知らせ

④利根町公式
ホームページ

掲載内容を大きく４つのカテゴリに大分類し、行
政情報等を公開しています。
また、トップページの画面中央では、行政機関か
らの最新情報を「お知らせ」として掲載しています。

【４大カテゴリ】
「くらし・環境」
「歴史・文化」
「行政・財政」
「イベント」

⑤情報メール
一斉配信サー
ビス

利根町から配信されるさまざまな行政情報を得る
ことができます。このサービスを受けるには、予
めご利用する方の携帯電話やパソコンのメールア
ドレスを登録していただく必要があります。
※メール受信に要する通信費（パケット通信料な
ど）の費用は、利用者の負担となります。詳しくは、
町公式ホームページをご覧ください。

【メール配信項目】
①「イベント・講座開催情報」
②「子育て情報」
③「健康情報」
④「災害緊急情報」
⑤「町道等道路情報」
⑥「公園施設利用情報」
⑦「その他の情報」

町では、こんな伝達手段で町民の皆さまの生活に関連する情報を提供しています

△番組撮影の様子

◆
認
知
症
は
も
う
怖
く
な
い

　

去
る
３
月
、
テ
レ
ビ
東
京
の

番
組
で
認
知
症
の
予
防
や
物
忘

れ
改
善
に
効
果
の
あ
る
運
動
な

ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
筑
波
大

学
征
矢
教
授
が
出
演
、
利
根
町

を
舞
台
に
実
施
し
て
い
る
「
フ

リ
フ
リ
グ
ッ
パ
ー
体
操
」
が
紹

介
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の

参
加
者
に
は
認
知
機
能
や
集
中

力
の
高
ま
り
が
み
ら
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
も
、
医
学
的
数
値
を

示
し
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
番
組
で
は
利

根
町
公
民
館
ホ
ー
ル
で
実
施
し

て
い
る
運
動
集
会
の
様
子
が
放

映
さ
れ
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に

町
内
３
会
場
に
は
新
た
な
参
加

者
が
増
え
、
町
外
か
ら
見
学
者

も
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

元
気
な
高
齢
者
が
溢
れ
る
町

の
実
現
は
、
そ
う
遠
く
な
い
と

信
じ
た
い
も
の
で
す
。

フ
リ
フ
リ
グ
ッ
パ
ー
体
操

『
地
区
運
動
集
会
』

主
催
：
利
根
フ
リ
フ
リ
ク
ラ
ブ

＊＊フリフリ地区運動集会予定＊＊　　

場　　　所 日　　程 開　　催　　日
（７月 16日～８月 31日までの予定） 時　　間

利 根 町 公 民 館 第１、３木曜日 ７月16日（木）、８月６日（木） 午前10 時～11時
＊参加無料
＊飲み物、
　室内履き持参

利根町民すこやか交流センター 第１、３火曜日 ７月21日（火）、８月４日（火）

利根町生涯学習センター 第２、４水曜日 ７月22日（水）、８月 26日（水）

【講師】筑波大学　兵頭先生・諏訪部先生ほか　＊福祉バス・利根町ふれ愛タクシーをご利用ください。
【問い合わせ先】利根町保健福祉センター　℡６８－８２９１
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利
根
町
産
の
和
紙
を
作
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ご
存
知
で
す

か
？
旧
文
間
中
学
校
（
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
や
ま
な
み
園

隣
）
は
、
ア
ー
ト
ネ
・
ア
ー
ト

ス
タ
ジ
オ
と
名
付
け
ら
れ
芸
術

活
動
の
拠
点
と
し
て
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
と
美
術
団
体
が
利
用
し
て

い
ま
す
。
そ
の
庭
で
和
紙
の
原

料
の
樹
木
「
楮
」（
こ
う
ぞ
・

ク
ワ
科
）
を
育
て
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
平
成
23
年
よ
り
始
ま
り

ま
し
た
。
今
年
で
５
年
目
を
迎

え
、
約
１
５
０
株
の
楮
が
育
て

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ

た
細
川
紙
・
美
濃
紙
・
石
州
紙

も
楮
を
原
料
と
し
た
和
紙
で
す
。

近
年
、
国
産
楮
の
栽
培
量
は
減

少
し
、
タ
イ
や
ラ
オ
ス
と
い
っ

た
外
国
産
の
楮
を
原
料
と
す
る

　

パ
ソ
コ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を

使
用
中
に
突
然
出
て
き
た
「
年

令
確
認
ボ
タ
ン
」
を
う
っ
か
り

押
し
た
ら
「
ご
登
録
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
登
録
完
了

の
画
面
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、

９
万
９
千
円
の
請
求
画
面
が
出

て
き
た
。ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、

と
い
う
よ
う
な
相
談
が
増
え
て

お
り
、
昨
年
は
全
国
で
10
万
件

以
上
あ
り
ま
し
た
。

　

ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
に
は
、
不

用
意
に
は
ア
ク
セ
ス
し
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。
別
の
サ
イ

ト
や
広
告
か
ら
ア
ダ
ル
ト
サ
イ

和
紙
が
大
半
を
占
め
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
和
紙
の
寿
命
は

千
年
と
も
言
わ
れ
、
和
紙
に
描

か
れ
た
絵
・
文
字
に
よ
っ
て
日

本
の
文
化
は
現
在
に
伝
え
ら
れ

て
き
ま
し
た
。

　

楮
を
栽
培
し
、
刈
り
取
り
、

蒸
し
、
皮
を
引
き
、
新
潟
県
の

和
紙
工
房
で
「
文
間
和
紙
」
と

し
て
す
い
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
画
材
と
し
て
の
和
紙
の
原

料
を
、
使
い
手
で
あ
る
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
ら
が
育
て
る
試
み
は

全
国
で
も
め
ず
ら
し
い
こ
と
で

す
。

　

多
く
の
方
々
の
暮
ら
し
の
中

で
、
使
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

文
間
楮

－

利
根
町
で
育
て
る

紙
の
木

－

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

代
表　

中な
か

村む
ら

寿と
し

生お

℡
68

－

６
９
８
６

ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト

か
ら
の
請
求
に
ご

注
意
！

ト
に
誘
導
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
か
ら
、
登
録
完
了
と
出
て

も
慌
て
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

　

ま
た
、
電
話
を
か
け
る
よ
う

に
と
書
い
て
あ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
連
絡
す
る
と
個
人
情

報
を
聞
き
出
さ
れ
た
り
す
る
事

も
あ
り
ま
す
か
ら
、
か
け
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

覚
え
が
な
く
て
も
、
い
っ
た

ん
支
払
っ
て
し
ま
う
と
取
り
戻

す
の
は
難
し
い
の
で
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

　

お
か
し
い
と
思
わ
れ
た
ら
ご

相
談
く
だ
さ
い
。　

▽
相
談
窓
口

役
場
経
済
課

消
費
生
活
相
談
窓
口

℡
68

－

２
２
１
１

（
内
線
３
２
２
）

毎
週
水
曜
日　

午
前
10
時
～
正

午
、
午
後
１
時
～
５
時

水
曜
日
以
外
は
、
茨
城
県
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
へ

℡
０
２
９

－

２
２
５

－

６
４
４

５月
曜
日
～
金
曜
日
、
日
曜
日

午
前
９
時
～
午
後
５
時

な
お
、
近
隣
市
町
村
へ
の
ご
相

談
は
、
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

文
もん

間
ま

楮
こうぞ

－利根町で育てる紙の木－
プロジェクト
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　町制施行６０周年記念事業として、１０年後の自分や家族へ町から郵送する手紙を募集します。
○応募資格
　⑴　利根町在住の方であれば、どなたでも応募できます。
　⑵　送付先は、本人または家族とします。
　⑶　応募する封書は、お一人様１通とします。なお２通以上応募した場合は、町の判断により１通の

み受け付けさせていただき、受け付け以外の封書は処分させていただきます。

○応募書類
　⑴　所定の手紙用紙（Ａ４サイズ）および封筒（長形３号 120 × 235mm）は、役場企画財政課、利

根町生涯学習センター、利根町公民館、利根町図書館、布川地区コミュニティセンター、文間地
区農村集落センター、利根東部農村集落センターに設置します。また、手紙用紙は、町公式ホー
ムページからダウンロードすることもできます。

（町ホームページ：http://www.town.tone.ibaraki . jp/index.php?code=1633）
　⑵　封入する手紙の枚数は３枚までとします。
　⑶　封筒は、必ず所定の封筒で応募してください。ただし、手紙用紙は、所定のもの以外でも応募

可とします。その際、第１種郵便物の定形郵便物（25g以内）で郵送可能なサイズ、および重さ
（Ａ４サイズのコピー用紙３枚程度）とします。 

　⑷　シールや写真等、手紙以外のものは、封筒の中に入れないでください。
○封筒の記入方法
　　　　　　封筒　表

※切手は不要です。

○応募方法
　⑴　所定の封筒に手紙を入れて封をしてから、役場企画財政課、利根町生涯学習センター、利根町公

民館、利根町図書館、布川地区コミュニティセンター、文間地区農村集落センター、利根東部農
村集落センターに設置した応募箱に投函してください。（郵便局のポストには、絶対に投函しな
いでください）

　⑵　投函する際、切手は不要です。
○受付期間
　８月４日（火）から９月３０日（水）まで
○留意事項
　⑴　応募していただいた封書は、町が６０周年記念事業として作成するオリジナル切手（８２円）を

貼り、町で保管し、１０年後に郵送します。
　⑵　１０年後の郵送時に郵便料金の改定があった場合、不足分は町が負担します。
　⑶　所定の封筒に、受取人および差出人の住所、氏名等の記載のないものや、落書き等、本事業の趣

旨に反する記載があるものは、処分させていただきます。
　⑷　本事業は、１０年前の自分に振り返り、以後の自分・家族との絆に生かしていただくという目的

で実施することから、この目的から逸脱した内容を手紙に記載するのはご遠慮ください。
　⑸　１０年後、封書を郵送します。配達の時点で、転居等により送付先が不明で、郵便局から町に返

却された封書の返却方法の取扱いについては、町公式ホームページ等でお知らせすることを予定
しています。

◎問い合わせ先　役場企画財政課　まちづくり推進係　℡６８－２２１１（内線２２８）

利根町制施行６０周年記念事業

ポストボックス“１０年後の私・家族への手紙”

送りたい人の住所

送る人の住所
送る人の名前

送りたい人の名前　　様

切手
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健
康
教
室
取
手
市
医
師
会

℡
０
２
９
７
（
78
）６
１
１
１

　

な
ぜ
健
康
に
な
ろ
う
と
す
る

の
か
、
そ
れ
は
幸
せ
に
な
る
た

め
で
す
。
ど
ん
な
人
で
も
病
気

の
状
態
よ
り
は
健
康
の
方
が
幸

せ
に
な
り
や
す
い
。
そ
の
健
康

を
簡
単
に
確
実
に
破
壊
す
る
可

能
性
が
大
き
い
の
が
喫
煙
、
タ

バ
コ
で
す
。
タ
バ
コ
を
吸
っ
て

い
る
人
か
ら
す
る
と
反
論
は
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、
感
情
的
に

な
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
冷
静

に
「
科
学
的
に
」
論
じ
な
く
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
科
学
的
、
と

い
う
の
は
「
誰
が
何
回
や
っ
て

も
同
じ
条
件
で
や
れ
ば
同
じ
結

果
が
出
る
」と
い
う
こ
と
で
す
。

感
情
論
で
は
そ
ん
な
確
実
性
は

望
め
ま
せ
ん
よ
ね
。
禁
煙
を
ス

ス
メ
ル
科
学
的
理
由
は
３
つ
あ

り
ま
す
。あ
な
た
の
体
に
悪
い
、

あ
な
た
の
周
り
の
人
に
悪
い
、

国
に
と
っ
て
悪
い
で
す
。

そ
の
１　

あ
な
た
の
体
に
と
っ

て
悪
い
。
ま
ず
、
統
計
的
に
、

が
ん
や
心
筋
梗
塞
、
脳
梗
塞
の

人
を
見
る
と
喫
煙
者
が
多
い
。

逆
に
言
う
と
喫
煙
者
は
が
ん
や

心
筋
梗
塞
に
な
り
や
す
い
。
日

本
人
の
三
大
死
因
の
全
て
に
喫

煙
が
か
ら
ん
で
き
ま
す
。
肺
が

ん
で
言
う
と
、
だ
い
た
い
10
倍

く
ら
い
な
り
や
す
く
な
る
。
日

本
人
は
毎
年
１
０
０
万
人
死
亡

し
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
が
ん
は

35
万
人
で
す
か
ら
、
３
人
に
１

人
が
ん
で
亡
く
な
る
わ
け
で

す
。
そ
れ
な
の
に
が
ん
に
な
り

や
す
い
生
活
を
し
て
い
た
ら
・・

そ
れ
は
も
う
、
想
像
つ
き
ま
す

よ
ね
。

そ
の
２　

あ
な
た
の
周
り
の
人

も
被
害
を
受
け
ま
す
。
受
動
喫

煙
と
い
っ
て
、
吸
っ
た
本
人
に

負
け
ず
劣
ら
ず
被
害
が
あ
り
ま

す
。
お
父
さ
ん
が
タ
バ
コ
を

吸
っ
て
い
る
と
、
そ
ば
に
い
る

赤
ち
ゃ
ん
の
お
し
っ
こ
か
ら
は

ニ
コ
チ
ン
が
検
出
さ
れ
ま
す
。

タ
バ
コ
の
煙
を
吸
う
と
、
数
秒

で
脳
の
血
流
が
低
下
し
ま
す
。

子
供
の
学
力
が
低
下
し
ま
す
。

そ
の
３　

国
家
の
損
失
で
す
。

タ
バ
コ
税
で
税
収
は
約
３
兆
円

あ
り
、
財
務
省
は
非
常
に
潤
い

ま
す
。
し
か
し
タ
バ
コ
に
よ
る

健
康
被
害
（
も
し
も
日
本
か
ら

タ
バ
コ
の
煙
が
全
て
消
え
た

ら
、
失
わ
ず
に
済
む
医
療
費
）

は
数
兆
円
規
模
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
計
上
す

る
の
は
難
し
い
も
の
で
す
が
、

５
兆
と
も
７
兆
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。（
こ
れ
は
調
べ
て
み

て
く
だ
さ
い
、
い
ろ
ん
な
数
字

が
で
て
き
ま
す
）

　

あ
な
た
の
喫
煙
が
な
く
な
れ

ば
、
国
が
、
周
り
の
人
が
、
そ

し
て
あ
な
た
自
身
が
幸
せ
に
な

り
ま
す
。
禁
煙
す
る
の
は
、
い

つ
や
る
か
。
今
で
し
ょ
、
と
い

う
話
で
し
た
。

禁
煙
の
ス
ス
メ

　町制施行６０周年記念事業として「利根町写真展」を開催します。この写真展は、町と利根写楽会の協働
の取り組みにより「利根写楽会写真展（利根写楽会主催）」と「大好き利根町写真展（利根町主催）」の２つ
の写真展を「利根町写真展」として同時開催します。
　町主催の「大好き利根町写真展」で展示する作品を町民の皆さまから募集します。携帯電話やスマートフォ
ンで撮影した写真も奮ってご応募ください。

利根町制施行６０周年記念事業　利根町写真展
～大好き利根町写真展の出展作品を募集します～

応 募 資 格 利根町在住または通勤、通学されている方

募 集 部 門

①　風景部門　町内で撮影した自然、風景、花等の写真。
　　例：親水公園の蓮、ダイヤモンド富士の写真
②　人物・生き物・イベント部門
　　家族・友人・生き物等を撮影した写真や町内で行われたイベントの様子の写真。
　　例：町民運動会のひとコマ、ペットの写真
③　昔の写真部門　昭和時代以前の利根町の様子がわかる写真。

応 募 点 数 募集部門各１点、計３点までとします。

応 募 規 定

①　未発表の作品であること。
②　カラー、または白黒でプリントされたものであること。
③　作品のサイズは四つ切、ワイド四つ切、A ４のいずれかであること。
　　※昔の写真部門についてはサイズ自由
④　合成写真は不可。
⑤　公序良俗に反しないものであること。

応 募 方 法

応募用紙に必要事項を記入し、作品に添付して役場企画財政課へ提出してください。（郵送可）
応募用紙は、町公式ホームページからダウンロードすることもできます。また、役場企画財
政課、利根町生涯学習センター、利根町公民館、利根町図書館、布川地区コミュニティセン
ター、文間地区農村集落センター、利根東部農村集落センターに設置しています。

応 募 期 限 ９月１１日（金）必着　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日・祝日を除く）

展 示 期 間 １０月１日（木）～１０月７日（水）  土・日曜日も展示します。
午前９時～午後５時　※最終日は午後３時まで

問い合わせ先 役場企画財政課　利根町布川８４１－１　℡６８－２２１１（内線２２８）
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□
利
根
町
内
小
学
校
グ
リ
ー
ン

カ
ー
テ
ン
設
置
事
業
へ
の
募

金
協
力
の
お
願
い

　

昨
年
に
引
き
続
き
利
根
町
商

工
同
友
会
・
青
年
部
が
、
布
川

小
学
校
・
文
小
学
校
・
文
間
小

学
校
に
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
を

設
置
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
生
徒
に
少
し
で
も
涼
し
い

中
で
授
業
を
受
け
て
も
ら
え
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
つ
き
ま
し
て

は
、
商
工
会
お
よ
び
協
賛
店
に

グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
設
置
事
業

用
の
募
金
箱
を
設
置
し
て
お
り

ま
す
の
で
、趣
旨
ご
賛
同
の
上
、

募
金
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

お
近
く
の
協
賛
店
の
お
問
い

合
わ
せ
は
利
根
町
商
工
会
ま
で

お
電
話
く
だ
さ
い
。

□
自
動
車
共
済
の
ご
案
内

・
自
動
車
共
済
は
、
組
合
員
で

あ
る
中
小
企
業
の
皆
さ
ま
の

相
互
扶
助
の
理
念
で
運
営
さ

れ
て
い
ま
す
。

・
利
益
を
追
求
し
な
い
掛
金
設

定
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

経
費
削
減
に
お
役
立
て
く
だ

さ
い
。

　

基
本
的
な
補
償
内
容
は
、
損

害
保
険
会
社
と
同
様
に
な
っ
て

い
ま
す
。

・
当
面
の
間
、
年
代
別
掛
金
を

導
入
し
ま
せ
ん
。

・
損
保
や
他
共
済
か
ら
も
無
事

故
割
引
を
継
承
し
ま
す
。

・
万
が
一
事
故
が
起
こ
っ
た
場

合
は
、
専
任
の
ス
ペ
シ
ャ
リ

ス
ト
が
サ
ポ
ー
ト
・
処
理
し

ま
す
。

・
夜
間
・
休
日
緊
急
事
故
受
付

サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

・
24
時
間
３
６
５
日
安
心
の

ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て

い
ま
す
。
※
無
料
ロ
ー
ド

サ
ー
ビ
ス
の
ご
提
供
は
一
定

の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

満
期
更
改
時
は
見
直
し
の
チ
ャ

ン
ス
で
す
！

　

お
見
積
り
・
お
問
い
合
わ
せ
・

お
申
し
込
み
は
利
根
町
商
工
会

℡
68

－

７
４
１
７
ま
で
お
気
軽

に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

　打上花火の輪にあなたも参加しませんか？
　利根町民納涼花火大会にご賛同いただける方の
賛助金を募集しております。

打上花火（４号）　　　５，０００円
スターマイン（小）１００，０００円
スターマイン（大）２００，０００円

みんなで花火大会を盛り上げよう！

打上花火に想いを託して･･･

～メッセージ花火参加者募集～

開催日８月22 日（土）
（雨天・強風時は翌日23日（日）に順延）

利根町制施行60周年記念事業

　今年も利根町民納涼花火大会を利根川栄橋下の河
川敷を会場に開催いたします。今年で３８回目を迎
え、利根町の夏の風物詩として、毎年多くの方のご
参加をいただいております。
　川面をただよい流れる灯ろう流し・夏の夜空を彩
る打上花火。今年も素敵な思い出を残しましょう。

◎賛助金・メッセージ花火の申し込み・
　問い合わせ先
　　利根町観光協会（役場経済課内）　
　　℡６８－２２１１（内線３２４）
　　利根町商工会　℡６８－７４１７
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「広報とね」は、通常毎月第１金曜日発行です。
発行…利根町役場　編集…役場総務課  秘書広聴係
〒300-1696　茨城県北相馬郡利根町布川841-1

TEL 0297－68－2211　 FAX 0297－68－7990
利根町のホームページ  http://www.town.tone.ibaraki.jp/
モバイル版（i-mode用） http://www.town.tone.ibaraki.jp/mobile.php

利根町民憲章
　わたくしたちは、 大利根の豊かな流れと緑に恵まれた大地を
ふるさととする利根町民です。 
　この郷土と歴史を誇りとし、 人の和と力を集め、いっそう住み
よいまちづくりをめざして、 ここに町民憲章を定めます。 
一、 自然を守り、 水と緑の豊かなまちをつくりましょう。
一、 教養を深め、 伝統ある文化をそだてましょう。
一、 人を愛し、 ふれあいの輪をひろげましょう。 
一、 体をきたえ、 仕事にはげみ、 明るい家庭をきずきましょう。
一、 心を合わせ、 未 来にはばたく若い力をのばしましょう。 

町の木サクラ･町の花カンナ･町の鳥ヨシキリ
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広報とねに掲載した写真デー
タがほしい方は、役場総務課
秘書広聴係　℡ 6 8 - 2 2 1 1

（内線507）にご連絡ください。

【７月の納税等】
・固定資産税・都市計画税２期　　・国民健康保険税１期

・後期高齢者医療保険料１期

人 口 と 世 帯 ○総人口
○男　性
○女　性
○世帯数

（住民基本台帳人口）

（   ）内は前月比

17,083(＋ 15）
 8,410(＋ 12）
 8,673(＋ 3）
 6,986(＋ 17）

６月１日現在

皆さまのご意見・ご要望を受け付けます

ご意見・ご要望の概要とその回答は、町民全体の課題として共有していただくため、
役場１階の情報公開コーナーで公開させていただく場合もあります。

町長へのホットライン

電子メール

投書箱 （町内６カ所に設置）
留守番電話・ファックス （℡0297-68-8059）

アドレス（ i n f o @ t o w n . t o n e . l g . j p）

ご意見・ご要望には、 必ず氏名・住所・
電話番号をご記入ください。

利根町役場、 利根町公民館、 文間
地区農村集落センター、 利根東部
農 村 集 落 セ ン タ ー 、  布 川 地 区 コ
ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 、  利 根 町 生
涯学習センターの各敷地内に設置

　町では、テレビ東京「開運　なんでも鑑定団・出張鑑定」のお宝鑑定依頼人を募集しています。
　あなたのとっておきの「お宝」を鑑定してもらいませんか。時代、ジャンルは問いません。これはとい
う「お宝」をぜひご応募ください。詳しくは応募用紙をご覧ください。
　応募用紙は、役場会計課前・総務課、利根町公民館、利根町生涯学習センター、利根町図書館に置いて
あります。

撮影予定日：10 月 25 日（日）　午後１時から　場所：利根町公民館
◎問い合わせ先　　利根町公民館「出張！なんでも鑑定団ｉｎ利根」お宝係
　　　　　　　　　〒３００－１６３２　利根町下曽根１８７　℡０２９７－６８－７８８１

問い合わせ先　役場総務課　秘書広聴係 ℡68-2211（内線507）


